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1
大
活
仏
の
領
民
と
刑
事
裁
判
－

萩

原

守

【
要
約
】
　
清
朝
に
支
配
さ
れ
て
い
た
時
代
、
貴
族
や
奴
隷
を
除
く
外
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
は
、
清
朝
皇
帝
直
属
の
自
由
民
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
貴

族
の
私
的
隷
属
民
ハ
ム
ジ
ル
ガ
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
活
き
仏
の
隷
属
民
シ
ャ
ビ
と
い
う
三
つ
の
身
分
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
内
、
前
二
者
へ
の
司
法
支
配

の
概
要
は
既
に
解
明
さ
れ
た
が
、
シ
ャ
ビ
身
分
の
中
で
も
庫
倫
の
町
の
大
活
仏
に
隷
属
す
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
は
特
別
な
管
理
機
構
の
下
に
あ
り
、
彼
ら
の
犯

罪
に
ど
の
法
律
が
適
用
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
三
系
統
の
学
説
が
乱
立
し
て
実
態
が
全
く
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
、
清
末
に
起
こ
っ
た

イ
フ
シ
ャ
ビ
の
刑
事
事
件
三
件
を
選
ん
で
馬
決
に
適
用
さ
れ
た
法
律
を
初
め
て
確
定
し
た
結
果
、
元
々
有
効
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
法
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ

ム
臨
に
加
え
て
清
朝
の
「
蒙
古
例
」
と
『
大
営
律
例
漏
が
毒
言
ま
で
に
は
強
い
効
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
ま
た
そ
の
一
方
で
『
ハ
ル

ハ
ジ
ロ
ム
臨
の
判
例
集
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
撫
も
清
朝
滅
亡
ま
で
な
お
判
例
と
し
て
の
効
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
証
明
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
四
巻
四
号
　
二
〇
〇
一
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

清
朝
は
内
外
モ
ン
ゴ
ル
に
三
二
制
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
司
法
・
行
政
機
構
を
構
築
し
て
永
年
支
配
し
た
が
、
そ
の
司
法
支
配
の
詳
細
は
な
お

未
解
明
の
点
が
多
い
。
筆
者
は
、
か
つ
て
清
代
モ
ン
ゴ
ル
の
裁
判
制
度
の
研
究
を
発
表
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
（
巻
ざ
鐙
ぼ
、
大

シ
ャ
ビ
）
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
宗
教
身
分
の
人
々
に
対
す
る
裁
判
を
最
初
か
ら
除
外
し
て
考
察
し
て
お
り
、
将
来
へ
の
課
題
と
し
て
こ
れ
を
残



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
司
法
支
配
、
特
に
漫
事
裁
判
で
適
用
さ
れ
て
い
た
法
律
の
問
題

清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用（萩原）

①
拙
稿
萩
原
目
一
九
八
八
、
二
九
頁
、
註
六
参
照
。
清
代
モ
ン
ゴ
ル
の
イ
フ
シ
ャ

　
ビ
を
除
く
一
般
遊
牧
民
に
対
す
る
刑
事
裁
判
は
、
事
件
の
発
生
し
た
旗
の
役
所

　
（
役
所
も
し
ば
し
ば
遊
牧
民
の
天
幕
内
に
あ
り
季
節
移
動
し
て
い
る
）
で
、
旗
長

　
を
裁
判
官
と
す
る
第
一
審
が
行
わ
れ
、
刑
罰
と
し
て
枷
號
や
鞭
（
清
朝
本
土
の
答

　
や
杖
に
相
当
）
の
み
を
伴
う
軽
微
な
案
件
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
旗
内
で
結
審

　
さ
れ
る
。
こ
れ
は
清
朝
本
土
で
の
門
州
県
自
画
の
案
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
人
命
案
件
や
少
な
く
と
も
遣
以
上
の
刑
罰
を
伴
う
漏
壷
は
必
ず
、
旗
（
第
｝

　
審
）
↓
盟
（
第
二
審
）
↓
〈
駐
防
官
〉
↓
理
藩
院
（
第
三
ま
た
は
再
審
）
と
上
申

　
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
擬
案
（
判
決
原
案
）
が
作
成
さ
れ
る
。
清
朝
本
土
と
同
じ
必
要

　
的
覆
審
制
度
が
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
命
案
件
は
理
藩
院
か
ら
皇
帝

一
、
従
来
の
研
究
と
問
題
の
所
在

a

清
代
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
平
民
身
分
の
分
類

に
上
奏
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
裁
判
制
度
は
、
基
本
的
に
清
朝
本
土
に
お
け
る

制
度
を
そ
の
ま
ま
モ
ン
ゴ
ル
に
導
入
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
多
く
の

点
で
本
土
で
の
制
度
に
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
｝
方
で
、
裁
判
を
担
当
す
る

旗
長
や
盟
長
が
科
挙
官
僚
で
は
な
く
て
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
の
血
統
を
引
き
清
朝
政

府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
地
元
の
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
で
あ
っ
た
点
や
、
中
国
本
土
の

よ
う
な
「
廻
避
の
制
」
が
な
か
っ
た
た
め
に
し
ば
し
ば
裁
判
官
自
身
が
地
元
の
民

事
刑
事
の
各
裁
判
に
直
接
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
点
な
ど
、
本
土
の
制
度
と
の

大
き
な
相
違
点
も
多
数
存
在
す
る
。
ま
た
、
駐
防
官
や
ヨ
法
司
が
介
入
す
る
際
の

原
則
な
ど
を
含
め
て
ま
だ
ま
だ
未
解
決
の
問
題
も
多
い
。
萩
原
翻
｝
九
八
八
、
同

口
～
九
九
三
、
同
意
二
〇
〇
〇
、
滋
賀
馴
～
九
八
四
等
を
参
照
。

　
清
代
の
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
（
外
モ
ン
ゴ
ル
）
に
は
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
血
筋
を
引
き
タ
イ
ジ
（
房
普
、
台
吉
）
と
総
称
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
貴
族

や
少
数
の
奴
隷
身
分
の
人
々
も
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
一
般
遊
牧
民
の
身
分
上
の
分
類
に
関
し
て
は
、
モ
ン
ゴ
ル

国
（
旧
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
）
に
お
け
る
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
氏
ら
の
研
究
に
従
っ
て
以
下
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
の
が
最
も
一
般
的

　
　
①

で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
ま
ず
最
初
に
、
清
朝
皇
帝
に
直
属
す
る
最
も
普
通
の
遊
牧
民
で
あ
る
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
（
窪
旨
臣
出
碧
跳
ま
た
は
ρ
運
避
、
箭
丁
）
の

身
分
が
あ
る
。
こ
の
人
々
は
旗
内
に
数
個
設
定
さ
れ
て
い
る
戸
籍
上
の
単
位
で
あ
る
「
ソ
ム
（
も
q
賃
臼
田
）
」
に
所
属
す
る
自
由
民
で
、
旗
・
盟
・

理
藩
院
を
介
し
て
清
朝
皇
帝
に
対
す
る
直
接
的
な
賦
役
の
義
務
を
負
う
。
従
っ
て
彼
ら
は
旗
長
と
そ
の
配
下
の
役
人
た
ち
に
全
面
的
に
管
理
さ

れ
て
い
る
。

　
二
番
目
に
ハ
ム
ジ
ル
ガ
（
ρ
一
国
雛
ギ
鋤
、
追
丁
）
の
身
分
が
あ
る
。
こ
の
人
々
は
、
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
で
あ
る
タ
イ
ジ
に
隷
属
す
る
私
的
隷
属
畏

で
、
本
来
、
自
分
の
主
人
た
る
貴
族
個
人
へ
の
賦
役
の
義
務
の
み
を
負
う
。
こ
の
場
合
の
貴
族
と
は
、
旗
長
や
盟
長
で
あ
っ
た
り
、
職
を
持
た

な
い
間
散
の
王
公
や
貧
し
い
下
級
貴
族
で
あ
っ
た
り
も
し
た
。
ハ
ム
ジ
ル
ガ
も
、
司
法
面
で
は
所
属
す
る
旗
長
・
富
谷
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。

　
三
番
目
は
シ
ャ
ビ
（
鐙
げ
一
）
と
総
称
さ
れ
る
身
分
で
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
生
き
仏
で
あ
る
活
仏
に
隷
属
す
る
宗
教
的
隷
属
民
で
あ
る
。
こ
の

身
分
の
中
に
は
俗
人
の
遊
牧
民
も
ラ
マ
（
『
§
、
僧
侶
）
の
一
部
も
含
ま
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ビ
は
、
主
人
で
あ
る
活
仏
個
人
へ
の
賦
役
の
義
務

を
負
う
。
そ
し
て
そ
の
活
仏
が
清
朝
政
府
か
ら
司
法
・
行
政
権
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
低
ラ
ン
ク
の
活
仏
（
司
法
・
行
政
用
の
印
鑑
を
有
し
な
い
）

で
あ
れ
ば
、
そ
の
シ
ャ
ビ
た
ち
は
所
属
す
る
旗
艦
の
司
法
管
轄
下
に
あ
り
、
も
し
も
活
仏
が
旗
艦
と
同
格
の
権
利
と
領
域
を
政
府
か
ら
認
め
ら

れ
た
中
ラ
ン
ク
の
活
仏
（
旗
長
の
印
鑑
を
有
す
）
で
あ
れ
ば
、
そ
の
シ
ャ
ビ
た
ち
は
領
主
た
る
活
仏
（
ま
た
は
そ
の
代
理
人
た
る
高
僧
）
の
司
法
管

轄
下
に
あ
る
。
後
者
が
い
わ
ゆ
る
ラ
マ
旗
と
呼
ば
れ
る
活
仏
の
旗
で
あ
る
が
、
盟
長
の
管
轄
下
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
　
般
の
旗
と
同
じ
で

　
②

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
数
多
い
活
仏
の
中
で
も
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ
ン
バ
ホ
ト
ク
ト
（
“
Φ
9
置
上
審
ρ
§
着
）
と
呼
ば
れ
る
庫
倫
（
ク
ー
ロ
ン
、
現
ウ
ラ
ン
バ
ー

ト
ル
市
）
の
大
活
仏
は
特
に
有
力
で
、
彼
に
隷
属
す
る
シ
ャ
ビ
は
特
別
に
イ
フ
シ
ャ
ビ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
大
活
仏
は
歴
代
に
わ
た
っ
て

清
朝
か
ら
一
般
の
盟
長
と
同
格
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
旗
や
盟
に
も
属
さ
ず
蒔
直
密
事
大
臣
を
介
し
て
理
藩
院
の
直
接
管
轄
下
に

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ
ン
バ
ホ
ト
ク
ト
は
盟
に
相
当
す
る
よ
う
な
広
い
領
地
を
所
有
し
て
お
ら
ず
、
大
部
分
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
は
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

モ
ン
ゴ
ル
各
地
の
一
般
の
旗
に
散
在
し
た
ま
ま
大
活
仏
に
対
す
る
賦
役
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
。
イ
フ
シ
ャ
ビ
は
自
分
が
居
住
す
る
旗
の
旗
長
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や
盟
長
に
よ
る
管
理
を
～
切
受
け
ず
、
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
（
Φ
凱
①
巳
鐙
a
鼠
訂
）
と
呼
ば
れ
る
高
僧
（
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ
ン
バ
ホ
ト
ク
ト
の
代

理
人
）
の
管
理
下
に
あ
っ
た
。
彼
の
衙
門
も
同
じ
く
庫
倫
に
あ
り
、
各
地
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
は
オ
ト
ク
（
o
ε
k
）
と
呼
ば
れ
る
戸
籍
上
の
単
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
と
め
ら
れ
て
彼
の
部
下
で
あ
る
ザ
イ
サ
ン
（
達
《
　
ω
蝉
口
σ
q
）
と
呼
ば
れ
る
役
人
た
ち
が
各
類
ト
ク
を
担
当
し
て
い
た
。

b
．
各
身
分
に
対
す
る
法
律
の
適
用

　
さ
て
以
上
の
三
身
分
の
内
の
前
二
者
、
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
と
ハ
ム
ジ
ル
ガ
の
人
々
に
対
す
る
法
律
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
萩
原
1
1
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

八
、
同
目
一
九
九
〇
に
お
い
て
、
〈
外
モ
ン
ゴ
ル
が
清
朝
に
帰
属
し
た
一
六
九
　
年
以
降
も
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
（
ρ
Q
年
鋤
讐
§
）
』
が
法
的
効
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
持
っ
て
い
た
が
、
一
七
二
八
年
頃
か
ら
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
瞼
と
「
蒙
古
例
」
が
併
用
さ
れ
始
め
、
～
七
八
九
年
頃
か
ら
一
九
～
一
年
ま
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
蒙
古
例
」
と
『
大
疑
律
例
』
の
み
が
効
力
を
持
っ
て
い
た
〉
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
七
八
九
年
頃
以
降
は
〈
「
蒙
古
例
」
が

常
に
優
先
的
に
適
用
さ
れ
、
罪
状
と
一
致
す
る
条
文
が
「
蒙
古
例
」
に
欠
け
て
い
る
場
合
の
み
『
大
駆
律
例
』
が
適
用
さ
れ
る
〉
と
い
う
大
原

則
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
三
身
分
の
内
の
シ
ャ
ビ
の
人
々
に
対
す
る
法
律
に
関
し
て
は
、
現
在
の
所
実
証
研
究
が
な
い
。
た
だ
勿
論
あ
る
程
度
の
推
定
は
可

能
で
あ
る
。
ま
ず
例
え
ば
低
ラ
ン
ク
の
無
印
活
仏
に
隷
属
す
る
シ
ャ
ビ
の
場
合
に
は
、
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
と
全
く
同
様
に
一
般
の

平
角
と
駅
長
の
司
法
支
配
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
当
然
、
彼
ら
と
異
な
る
特
別
な
法
律
が
適
用
さ
れ
て
い
た

と
は
考
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
マ
旗
の
有
印
活
仏
の
シ
ャ
ビ
の
場
合
も
、
実
証
研
究
が
な
い
た
め
決
し
て
断
言
は
で
き
な
い
が
、
管
内
で
結

審
さ
れ
る
よ
う
な
軽
微
な
事
件
を
除
け
ば
一
般
の
旗
と
同
様
に
盟
長
に
よ
る
司
法
支
配
を
受
け
て
い
た
の
で
（
前
章
の
註
①
を
参
照
）
、
ソ
ム
ニ

ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
と
同
じ
制
度
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
清
代
外
モ
ン
ゴ
ル
の
行
政
機
構
を
詳
述
し
た
O
皇
。
長
雪
し
コ
9
・
一
⑩
曾
も
．

感
O
も
、
実
例
こ
そ
挙
げ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
ラ
マ
旗
に
は
一
般
の
旗
と
全
く
同
様
に
満
洲
族
の
法
律
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
断
言
し
て
い

る
。
満
洲
族
の
法
律
と
は
、
「
蒙
古
例
」
や
『
大
清
律
例
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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さ
て
、
こ
れ
ら
中
小
規
模
の
活
仏
の
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
司
法
支
配
が
従
来
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て

き
た
の
が
イ
フ
シ
ャ
ビ
た
ち
の
犯
罪
に
ど
の
法
律
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
現
在
の
所
三
系
統
の

説
が
並
存
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
各
々
に
つ
い
て
こ
こ
で
簡
略
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
最
も
有
名
な
の
が
く
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
説
〉
（
本
章
の
註
⑤
参
照
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
介
の
途
中
か
ら
清
朝
の
法
律
が
適
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
と
は
異
な
っ
て
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
問
で
は
、
清
代
は
勿
論
の
こ
と
第
八
代
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ

ン
バ
ホ
ト
ク
ト
が
亡
く
な
る
一
九
二
四
年
頃
に
至
る
ま
で
常
に
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア

人
の
法
学
者
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
が
主
張
し
た
説
（
空
器
き
。
〈
ω
ξ
6
ω
刈
も
．
①
一
よ
N
卜
。
O
卜
。
・
和
訳
本
℃
や
①
。
。
よ
P
卜
。
象
他
）
で
、
現
在
で
も
最
も

代
表
的
な
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
ロ
シ
ア
人
研
究
者
の
デ
ィ
リ
コ
フ
氏
な
ど
が
こ
の
説
を
今
も
容
認
し
て
い
る
（
智
田
契
。
巴
⑩
o
。
。
も
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

冨
）
。
し
か
し
、
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
i
氏
自
身
は
裁
判
記
録
を
実
際
に
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
実
証
さ
れ
た
説
で
は
な
い
。

　
二
番
目
に
、
命
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
か
ら
「
蒙
古
例
」
へ
の
交
代
説
〉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
清
朝
帰
属
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
お
い
て
は
イ

フ
シ
ャ
ビ
に
対
し
て
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
清
朝
支
配
の
強
化
と
と
も
に
、
遅
く
と
も
清
末
ま
で
に
は
「
蒙
古
例
」
へ

と
法
律
の
効
力
が
交
代
し
て
い
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
に
関
し
て
行
わ
れ
た
の
と
同

じ
法
律
の
変
化
が
、
そ
の
変
化
の
時
期
は
と
も
か
く
と
し
て
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
し
て
も
全
く
同
様
に
行
わ
れ
、
前
述
の
三
身
分
と
も
に
結
局

全
て
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
か
ら
「
蒙
古
例
」
へ
と
同
じ
道
を
た
ど
っ
て
法
律
の
効
力
が
変
化
し
た
と
い
う
説
に
も
な
り
得
る
。
こ
の
説
は
「
蒙

古
例
」
の
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
島
田
正
郎
氏
に
よ
る
説
で
あ
る
が
（
島
田
－
一
一
九
八
○
、
三
六
九
～
四
〇
二
頁
、
同
1
1
一
九
八
～
、
七
七
頁
、
同

1
1
一
九
八
二
、
九
一
四
～
九
～
八
頁
）
、
や
は
り
こ
れ
も
裁
判
記
録
を
調
査
し
た
結
論
で
は
な
く
種
々
の
状
況
証
拠
か
ら
の
推
定
で
あ
る
。
ま
た
、

　
八
二
〇
年
か
ら
一
九
＝
二
年
ま
で
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
瞼
適
用
の
際
の
モ
ン
ゴ
ル
文
判
例
集
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
（
巳
ミ
き
ρ
器
鋤
善
）
』
の
存
在
と
、
そ
の
判
例
中
に
清
末
の
事
例
も
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
最
も
重
要
な
事
実
と

に
対
し
て
、
説
明
で
き
る
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
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三
番
目
に
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
、
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
、
「
蒙
古
例
」
等
の
併
用
説
〉
が
あ
る
。
ま
ず
モ
ン
ゴ
ル
国
（
旧
モ
ン
ゴ
ル
入
民

共
和
国
）
の
ジ
ャ
ラ
ン
ア
ー
ジ
ャ
ブ
氏
は
葵
9
・
員
β
。
中
元
葵
窃
一
〇
α
○
。
も
．
一
〇
ω
に
お
い
て
、
上
記
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
説
〉
を
継
承
し
た
上
で
、

イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
判
例
集
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
、
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
を
適
用
し
た
裁
判
の
単
な
る
記
録
集
な
の
で
は
な
く
、

過
去
に
起
こ
っ
た
類
似
犯
罪
で
の
処
罰
の
前
例
を
調
べ
て
新
た
な
犯
罪
へ
の
判
決
の
参
考
に
供
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
本
当
の
意
昧
で
の
判

例
集
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
氏
は
、
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
冒
頭
に
あ
る
、
「
蒙
古
例
」
の
家
畜
罰
を
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
換
算
す
る
際
の
比
率
と
、
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
の
家
畜
罰
を
穂
茶
に
換
算
す
る
際
の
比
率
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
輿
倭
。
員
β
。
午
冬
葵
窃
取
り
り
①

の
序
文
等
も
含
め
て
「
蒙
古
例
」
の
実
効
性
に
は
全
く
言
及
し
て
お
ら
ず
、
氏
の
場
合
は
あ
く
ま
で
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
と
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ

ァ
ル
ト
勧
の
み
の
併
用
説
で
あ
る
。

　
一
方
、
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
を
最
初
に
出
版
し
た
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
氏
は
、
ロ
シ
ア
語
で
書
い
た
そ
の
序
文
で
、
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙

門
の
内
部
規
定
集
『
ヤ
ー
ム
ニ
ド
ウ
レ
ム
（
誘
ヨ
巨
出
黛
H
ぎ
）
瞼
（
モ
ン
ゴ
ル
国
立
図
書
館
所
蔵
）
の
文
言
を
引
用
し
て
〈
イ
フ
シ
ャ
ビ
と
他
の
盟

の
一
般
牧
民
と
の
相
関
案
件
に
は
「
蒙
古
例
」
を
適
用
し
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
み
の
案
件
に
は
唖
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
を
適
用
す
る
〉
と
述
べ

（
欝
舞
ヨ
。
環
6
①
回
も
．
膳
）
、
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
鳴
が
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
の
裁
判
で
｝
九
一
一
年
目
で
優
先
的
な
効
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と

『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
判
例
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
と
を
強
調
し
て
い
る
（
笛
鋤
岩
ヨ
。
℃
※
6
2
も
」
㎝
）
。
従
っ
て
ナ
ツ

ァ
ク
ド
ル
ジ
氏
の
説
は
、
〈
他
藩
の
牧
民
と
の
相
関
案
件
で
は
「
蒙
古
例
」
だ
け
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
み
の
案
件
で
は
明
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
臨
と

『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
騙
の
併
用
〉
と
い
う
説
で
あ
る
。
ま
た
ソ
ド
ブ
ス
レ
ン
氏
も
こ
の
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
説
を
支
持
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
O
o
調
畠
。
壱
舘
H
④
○
。
P
℃
』
ω
）
し
、
日
本
で
は
窪
田
新
一
氏
が
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
内
容
を
紹
介
し
て
こ
の
説
に
賛
成
し
て
い
る
。

次
い
で
、
行
政
機
構
を
研
究
し
た
前
述
の
ソ
ノ
ム
ダ
グ
バ
氏
も
、
咽
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
と
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
適
用

さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
〈
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
も
重
大
な
案
件
の
み
は
清
朝
の
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
〉
と
一
言
だ
け
指
摘

し
て
い
る
（
O
o
蓉
長
帥
欝
帥
一
①
①
一
も
．
お
①
）
。
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結
局
ジ
ャ
ラ
ン
ア
！
ジ
ャ
ブ
、
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
、
ソ
ノ
ム
ダ
グ
バ
の
三
筆
の
主
張
は
三
者
三
様
で
少
し
ず
つ
ず
れ
て
い
る
が
、
何
ら
か
の

併
用
と
い
う
意
味
で
は
一
応
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
、
編
纂
史
料
で
あ
る
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
等
に
依
拠
す
る
の
み
で
裁

判
の
櫨
案
史
料
を
直
接
検
討
し
た
訳
で
は
な
く
、
ま
だ
ま
だ
説
得
力
に
欠
け
る
。

　
以
上
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
律
に
関
し
て
は
三
系
統
ほ
ど
の
説
が
乱
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
へ
の
法
律
適
用
問
題
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
最
初
の
見
通
し
を
つ
け
て

お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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①
譲
貴
胃
習
物
渓
這
お
り
O
畠
。
竃
屋
脇
田
ら
①
r
二
木
1
1
一
九
八
七
、
岡
翻
一
九
九

　
四
、
同
口
～
九
九
八
、
同
一
1
一
九
九
九
b
等
参
照
。
奴
隷
身
分
の
人
々
と
は
、
平

　
民
が
所
有
す
る
隷
属
民
の
こ
と
で
あ
る
（
二
木
睡
」
九
八
七
参
照
）
。

②
O
。
吉
ζ
務
ヨ
β
・
δ
①
飼
箸
．
＝
卜
。
山
卜
。
P
＜
屋
①
♂
巳
お
㎝
メ
竈
．
甲
憲
押
若
松

　
ロ
一
九
八
七
等
参
照
。

③
現
在
の
フ
プ
ス
グ
ル
ア
イ
マ
ク
の
ダ
ル
ハ
ト
族
の
土
地
（
フ
ブ
ス
グ
ル
湖
西
方

　
の
盆
地
）
だ
け
は
、
例
外
的
に
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
み
が
集
住
す
る
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ
ン

　
バ
の
領
地
で
あ
っ
た
。

④
員
ω
葛
b
・
お
①
♪
O
畠
。
嘉
碧
田
一
⑩
臼
も
や
。
。
。
。
∴
＝
等
参
照
。

⑤
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
㎞
は
、
清
朝
治
下
に
帰
属
す
る
以
前
か
ら
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル

　
の
貴
族
た
ち
が
自
ら
制
定
し
続
け
て
い
た
法
律
を
、
後
に
集
成
し
て
ま
と
め
た
モ

　
ン
ゴ
ル
文
の
法
典
で
あ
る
。
た
だ
し
一
八
世
紀
ま
で
の
馴
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
臨
の
裁

　
判
記
録
が
一
切
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
裁
判
の
実
態
等
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
二

　
木
1
1
～
九
八
三
参
照
。

⑥
「
蒙
古
例
」
と
は
清
朝
政
府
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
民
族
専
用
に
満
・
漢
・
蒙
三

　
書
語
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
蒔
々
の
必
要
に
応
じ
て

　
次
々
に
制
定
さ
れ
る
蒙
古
例
は
、
乾
隆
年
間
に
は
『
蒙
古
律
例
隔
、
嘉
慶
年
間
以

　
降
は
『
理
藩
院
則
例
隔
と
い
う
法
典
に
何
度
も
集
成
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
条
文
の

　
追
加
・
削
除
・
訂
正
が
行
わ
れ
た
。
島
田
1
1
一
九
八
二
、
萩
原
1
1
～
九
九
三
等
参

　
照
。

⑦
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
お
そ
ら
く
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
蒙
古
例
が
効
力
を
持
っ
て

　
い
た
で
あ
ろ
う
。

⑧
氏
自
身
、
モ
ン
ゴ
ル
文
は
読
め
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
五
代
以
来
の
イ
フ

　
シ
ャ
ビ
の
実
態
を
知
る
モ
ン
ゴ
ル
人
も
か
ら
聞
い
た
伝
聞
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

⑨
「
赤
い
頬
を
持
つ
」
の
意
。
本
の
表
紙
が
赤
い
布
で
覆
わ
れ
て
い
た
た
め
に
こ

　
の
名
で
呼
ば
れ
た
。
鵠
貰
碧
知
。
℃
渓
一
〇
①
一
お
よ
び
室
戸
塁
－
き
夷
麗
一
〇
⑩
①
と
し

　
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
立
図
書
館
所
蔵
の
一
九
＝
一
年
に

　
書
写
さ
れ
た
と
い
う
写
本
を
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
活
字
に
起
こ
し
て
出
版
し
た
史
料

　
で
あ
る
。
二
冊
が
合
冊
さ
れ
た
写
本
史
料
を
そ
の
ま
ま
の
順
で
印
欄
し
て
お
り
、

　
前
半
に
百
八
十
五
条
（
件
）
、
後
半
に
三
百
三
条
（
件
）
の
判
例
が
収
録
さ
れ
て

　
い
る
。
各
判
例
は
事
件
の
内
容
と
そ
の
判
決
が
一
丁
四
行
程
度
に
短
く
要
約
さ
れ

　
た
も
の
で
、
前
半
・
後
半
の
各
々
で
年
代
順
に
並
べ
て
あ
る
。
編
者
ナ
ツ
ァ
ク
ド

　
ル
ジ
氏
も
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
写
本
段
階
で
の
判
例
の
脱
落
が
少
し
見
ら

　
れ
る
。
こ
の
写
本
は
一
九
＝
二
年
の
判
例
を
最
後
に
含
む
（
前
記
書
写
年
代
と
矛
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盾
）
た
め
完
成
は
そ
れ
以
降
の
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
写
本
以
前
に
も
隅
オ
ラ
ー

ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
暁
の
前
身
と
で
も
い
う
べ
き
同
様
の
判
例
集
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
国
の
研
究
者
は
そ
の
前
身
を
も
含
め
て
『
オ
ラ
！
ン
ハ
ツ
ァ

ル
ト
』
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
な
お
、
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
各
判
例
条

文
（
判
決
）
の
法
的
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
厳
密
な
意

味
で
は
、
〈
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
㎞
は
、
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
が
適
用
さ
れ
た

裁
判
の
判
例
集
で
あ
る
〉
と
単
純
に
一
言
で
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
勿
論

『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
㎞
は
、
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
の
判
例
集
と
し
て
の
色
彩

を
持
つ
史
料
で
は
あ
る
が
、
そ
の
判
例
の
法
的
根
拠
は
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
中
の

条
文
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
で
の
法
的
な
裁
定
の
方
に
力

点
が
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
念
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
㎞
の
影
響
を
受
け
た
シ
ャ
ン
ゾ

ド
バ
衙
門
で
の
判
例
集
〉
と
で
も
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
後
者
の

※
国
富
中
書
美
Ω
。
。
d
一
〇
⑩
①
は
、
上
記
の
合
計
四
百
八
十
八
条
の
大
部
分
を
編
者
ジ

ャ
ラ
ン
ア
ー
ジ
ャ
ブ
氏
が
独
自
に
第
一
章
「
刑
事
的
側
面
を
持
つ
種
々
の
案
件
扁

と
第
二
章
「
罠
事
的
お
よ
び
行
政
的
側
面
を
持
つ
種
々
の
案
件
扁
と
に
分
類
し
直

し
た
上
で
キ
リ
ル
文
字
モ
ン
ゴ
ル
文
へ
転
写
再
録
し
た
も
の
で
、
韻
貰
m
長
。
℃
美

一
㊤
O
一
に
付
さ
れ
た
原
写
本
の
持
つ
モ
ン
ゴ
ル
数
字
の
判
例
番
号
と
は
全
く
違
う

通
算
判
例
番
号
が
新
た
に
付
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
番
号
が
～
致
せ
ず
大
変
に
不

便
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
と
罠
事
・
行
政
と
の
分
け
方
も
あ
ま
り
判
然
と
し

　
な
い
。
ま
た
年
号
の
記
さ
れ
た
判
例
を
勝
手
に
抜
き
去
っ
た
後
も
門
同
年
某
月

　
…
…
」
と
い
う
判
例
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
る
た
め
、
年
代
に
誤
解
が
生
じ
や
す

　
い
。
印
刷
間
違
い
も
か
な
り
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
萩
原
腱

　
二
〇
〇
一
に
て
、
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
本
と
ジ
ャ
ラ
ン
ア
ー
ジ
ャ
ブ
本
の
各
判
例
の

　
条
文
番
謡
と
年
代
と
の
一
覧
表
を
作
成
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

⑩
蒸
し
た
茶
の
葉
や
茎
を
圧
搾
し
て
レ
ン
ガ
状
に
固
め
た
茶
の
固
ま
り
。
モ
ン
ゴ

　
ル
で
は
こ
れ
を
貨
幣
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
た
。
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
で

　
は
、
。
・
一
轟
α
蝕
と
い
う
単
位
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

⑪
窪
田
翻
一
九
八
四
。
た
だ
氏
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
～
方
で
イ
フ
シ
ャ
ビ
と
ソ

　
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
と
の
区
別
を
明
確
に
指
摘
せ
ず
、
こ
の
併
用
説
を
ハ

　
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
全
体
に
拡
大
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
イ
フ
シ
ャ
ビ

　
以
外
の
一
般
牧
民
に
対
す
る
裁
判
制
度
の
研
究
が
出
る
以
前
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

　
裁
判
制
度
に
関
し
て
も
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
制
度
を
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
全
体
の

　
制
度
へ
と
拡
大
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
噸
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』

　
に
頻
出
す
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
小
規
模
な
居
住
単
位
で
あ
る
「
ア
イ
マ
ク
」
（
第
三

　
章
の
註
④
、
⑤
を
参
照
）
を
、
一
般
牧
民
が
居
住
し
多
く
の
旗
を
内
包
す
る
巨
大

　
な
行
政
単
位
で
あ
る
「
ア
イ
マ
ク
」
（
ハ
ル
ハ
で
は
盟
と
同
じ
単
位
）
と
混
同
し

　
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

二
、
モ
ン
ゴ
ル
国
立
歴
史
中
央
ア
ル
ヒ
ー
ブ
所
蔵
清
末
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
の
裁
判
文
書

　
上
記
の
問
題
の
解
明
に
当
た
っ
て
本
稿
で
は
、
編
纂
史
料
で
は
な
く
刑
事
事
件
で
の
実
際
の
判
決
文
、
す
な
わ
ち
管
財
史
料
そ
の
も
の
を
利

用
し
た
い
。
そ
の
際
最
も
望
ま
し
い
の
は
、
清
朝
末
期
の
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
よ
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
へ
の
刑
事
裁
判
の
判
決
文
で
あ
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
清
朝
帰
属
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
お
い
て
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
甑
が
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
各
説
と
も
異

論
が
な
い
わ
け
な
の
で
、
清
末
に
お
け
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
へ
の
刑
事
裁
判
を
最
初
に
検
討
す
れ
ば
、
清
末
で
も
な
お
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
や
噸
オ

ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
適
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
既
に
「
蒙
古
例
」
に
変
わ
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
最
も
重
要
な
問
題
が
効
率

よ
く
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
清
代
の
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
地
方
棺
案
史
料
は
、
大
部
分
が
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
モ
ン
ゴ
ル
国
立
歴
史
中
央
ア
ル
ヒ
ー
ブ
に

集
め
ら
れ
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
が
民
主
化
し
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
初
頭
以
降
は
外
国
人
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
、
既
に
多

数
の
研
究
者
が
棺
案
史
料
を
閲
覧
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ル
ヒ
ー
ブ
に
は
、
ハ
ル
ハ
モ
ン
ゴ
ル
族
が
清
朝
治
下
で
大
量
の
文
書
史
料
を
残
す

よ
う
に
な
っ
た
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
モ
ン
ゴ
ル
人
面
共
和
国
と
し
て
完
全
に
独
立
す
る
二
〇
世
紀
に
到
る
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
る
大
量
の

公
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
清
朝
時
代
の
播
案
史
料
は
約
十
三
万
件
と
い
わ
れ
、
大
部
分
が
モ
ン
ゴ
ル
文
か
満
洲
文
で
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
清
代
の
各
文
書
は
、
元
々
そ
れ
が
保
管
さ
れ
て
い
た
役
所
や
寺
院
の
名
を
整
理
単
位
と
し
て
年
代
順
に
保
管
さ
れ
て
い
る
た
め
、

特
定
の
役
所
で
特
定
の
時
期
に
作
成
保
管
さ
れ
た
棺
案
史
料
ば
か
り
を
集
中
的
に
閲
覧
す
る
こ
と
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
（
中
野
陪
一
九
九
二
、

萩
原
目
一
九
九
四
等
参
照
）
。
筆
者
は
、
以
前
こ
こ
で
文
書
調
査
を
し
た
（
萩
原
1
1
一
九
九
四
参
照
）
際
、
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
よ
っ

て
作
成
保
管
さ
れ
た
清
末
の
青
島
史
料
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
時
見
た
数
百
通
の
文
書
の
中
か
ら
、
刑
事
事
件
の
判
決
や
そ
の

原
案
（
擬
案
）
が
記
さ
れ
て
い
て
法
典
名
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
最
も
有
効
な
モ
ン
ゴ
ル
文
の
文
書
三
通
、
つ
ま
り
三
つ
の
事
件
だ
け
を

取
り
上
げ
て
本
稿
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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三
、
清
末
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
刑
箏
裁
判
の
事
例

a
．
オ
ド
セ
ル
と
ナ
ワ
ー
ン
の
事
件
（
一
八
七
七
年
）

清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用（萩原）

　
ま
ず
最
初
に
と
り
あ
げ
る
事
件
は
、
光
緒
三
（
一
八
七
七
）
年
一
〇
月
一
囚
日
に
、
ハ
ル
ハ
の
東
鶉
に
当
た
る
新
バ
ル
が
八
旗
の
ヘ
ル
レ
ン

川
（
末
尾
の
地
図
を
参
照
）
で
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
で
、
犯
人
の
名
を
と
っ
て
仮
に
「
オ
ド
セ
ル
と
ナ
ワ
ー
ン
の
事
件
」
と
名
付
け
て
お
く
。
こ

の
事
件
は
、
前
述
の
モ
ン
ゴ
ル
国
立
歴
史
中
央
ア
ル
ヒ
ー
ブ
所
蔵
の
文
書
番
号
「
e
鶉
。
∴
竃
あ
μ
同
．
署
。
∴
ぴ
⊃
”
×
．
国
“
累
○
∴
認
N

　
　
　
　
　
　
①

（
。
。
旦
博
鎚
℃
α
蕊
腎
）
」
の
文
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
折
り
本
形
式
の
横
長
の
モ
ン
ゴ
ル
文
文
書
で
、
残
念
な
が
ら
冒
頭
部
分
が

破
れ
て
欠
落
し
て
い
る
。
し
か
し
残
存
部
分
の
言
質
だ
け
で
も
計
二
百
十
七
行
あ
り
大
変
に
長
く
詳
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
内
容
を
要
約
す
る

に
と
ど
め
る
。
全
文
の
転
写
和
訳
は
、
既
に
萩
原
1
1
二
〇
〇
〇
、
八
八
～
一
一
二
頁
で
提
示
し
て
い
る
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
こ
の
事
件
の
加
害
者
は
二
人
い
て
、
そ
の
首
犯
は
、
ハ
ル
ハ
中
央
部
の
ツ
ェ
ツ
ェ
ル
レ
ク
盟
（
つ
ま
り
サ
イ
ン
ノ
ヨ
ン
部
）
の
エ
ル
デ
ネ
バ
ン

　
　
　
　
　
　
②

デ
イ
ダ
ホ
ト
ク
ト
（
Φ
置
Φ
巳
冨
巳
箆
p
租
2
く
ε
）
の
シ
ャ
ビ
で
あ
る
ラ
マ
ー
ー
オ
ド
セ
ル
（
㌶
羅
。
詠
Φ
円
）
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
の
犯
行
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
年
齢
は
、
数
え
三
七
才
。
加
害
者
の
従
犯
の
方
は
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
、
チ
ミ
ド
の
オ
ト
ク
に
所
属
し
て
お
り
、
庫
倫
の
ウ
ル
ル
ー
ド
ア
イ
マ

④ク
に
住
ん
で
い
た
ラ
マ
闘
ナ
ワ
ー
ン
（
ド
ヨ
p
銘
く
窪
α
Q
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
の
年
齢
は
犯
行
時
、
数
え
六
一
才
で
あ
っ
た
。
一
方
、
殺
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
た
被
害
者
は
、
ダ
シ
ツ
ェ
レ
ン
の
オ
ト
ク
（
本
章
の
註
③
参
照
）
に
属
す
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
、
も
と
は
庫
倫
バ
ル
ガ
ア
イ
マ
ク
に
住
ん
で
い
た

僧
、
ダ
グ
バ
（
詠
善
p
。
）
で
あ
る
。
彼
の
年
齢
は
文
書
に
出
て
こ
ず
不
明
。

　
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
こ
の
事
件
の
簡
略
な
経
緯
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
末
尾
の
地
図
を
参
照
）
。
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
あ
る
憎
ダ
グ
バ
は
、

借
金
返
済
用
に
布
施
を
請
う
べ
く
庫
倫
か
ら
元
の
故
郷
で
あ
る
新
バ
ル
が
黒
旗
へ
出
か
け
、
大
量
の
家
畜
や
物
品
を
バ
ル
ガ
の
人
々
か
ら
布
施

と
し
て
も
ら
っ
た
。
一
方
、
オ
ド
セ
ル
は
故
郷
エ
ル
デ
ネ
バ
ン
デ
ィ
ダ
ホ
ト
ク
ト
の
旗
か
ら
巡
礼
に
出
て
庫
倫
付
近
で
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
ナ
ワ
ー

109　（611）



ン
と
知
り
合
い
、
意
気
投
合
し
て
義
兄
弟
の
よ
う
な
仲
と
な
っ
た
。
二
人
で
計
画
し
て
巡
礼
の
許
可
を
取
り
、
山
西
省
の
五
台
山
や
北
京
方
面

へ
向
か
う
途
中
、
布
施
を
請
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
北
東
へ
道
を
と
り
、
ハ
ル
ハ
か
ら
新
バ
ル
が
八
旗
へ
の
境
界
線
を
密
か
に
抜
け
て
、

そ
の
地
で
偶
然
ダ
グ
バ
と
出
会
う
。
ダ
グ
バ
は
初
対
面
の
二
人
を
信
用
し
て
、
自
分
の
得
た
布
施
を
気
前
よ
く
分
配
し
て
や
る
が
、
オ
ド
セ
ル

は
ナ
ワ
ー
ン
の
同
意
を
得
た
上
で
、
ダ
グ
バ
の
殺
害
と
布
施
全
部
の
横
取
り
を
計
画
し
た
。
オ
ド
セ
ル
は
、
両
岸
が
凍
り
つ
い
て
中
央
部
を
冷

た
い
水
が
流
れ
る
ヘ
ル
レ
ン
川
へ
、
ダ
グ
バ
を
乗
っ
て
い
た
馬
ご
と
突
き
落
と
し
て
殺
害
。
布
施
を
二
人
で
横
取
り
す
る
が
、
境
界
線
を
越
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
ハ
ル
ハ
へ
逃
亡
す
る
際
に
薪
バ
ル
が
八
旗
の
鑛
紅
旗
の
官
憲
に
捕
え
ら
れ
て
庫
倫
へ
送
り
返
さ
れ
る
。
ダ
グ
バ
と
ナ
ワ
ー
ン
が
イ
フ
シ
ャ
ビ
、

オ
ド
セ
ル
が
ツ
ェ
ツ
ェ
ル
レ
ク
仁
山
の
ラ
マ
旗
の
シ
ャ
ビ
だ
っ
た
の
で
、
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
と
ツ
ェ
ツ
ェ
ル
レ
ク
翻
転
の
役
所

（
庫
倫
で
の
出
張
所
）
と
が
合
同
で
裁
判
を
開
き
、
報
告
の
文
書
が
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
か
ら
庫
倫
辮
事
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
、
そ
の

控
え
と
し
て
こ
の
文
書
が
衙
門
に
保
管
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
お
そ
ら
く
理
藩
院
と
皇
帝
の
審
理
・
裁
可
を
経
て
、
犯
人
二
人
が
処
罰
さ
れ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
よ
る
生
直
を
要
約
す
る
と
、
〈
こ
の
犯
罪
に
う
ま
く
当
て
は
ま
る
適
当
な
条
文
が
「
蒙
古
例
」
に
見
あ
た

ら
な
い
の
で
庫
倫
辮
事
大
臣
に
よ
る
再
審
と
擬
案
を
請
う
〉
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
萩
原
1
1
二
〇
〇
〇
、
一
〇
九
一
＝
一
頁
）
。
こ
の
タ
イ
プ

の
擬
案
は
、
萩
原
1
1
｝
九
八
八
で
扱
っ
た
イ
フ
シ
ャ
ビ
以
外
の
一
般
牧
民
の
刑
事
事
件
と
全
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
な
の
で
、
音
信
悪
事
大
臣
衙
門

や
理
藩
院
で
の
裁
判
で
は
、
「
蒙
古
例
」
に
適
当
な
条
文
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
以
下
の
『
樋
清
律
例
』
巻
｝
＝
　
（
刑
律
人
命
）
の

「
謀
殺
人
」
の
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
が
大
変
に
高
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
凡
謀
（
或
謀
諸
心
、
或
謀
諸
入
）
殺
人
、
造
意
者
、
斬
（
監
候
）
。
従
価
加
功
者
、
絞
（
監
候
）
。

も
し
も
こ
の
条
文
が
適
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
オ
ド
セ
ル
は
斬
刑
。
ナ
ワ
ー
ン
は
同
意
し
た
も
の
の
全
く
助
力
は
し
て
い
な
い
の
で
、
死
刑
は

免
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
イ
フ
シ
ャ
ビ
を
殺
し
た
ラ
マ
旗
の
シ
ャ
ビ
と
そ
の
殺
人
に

同
意
し
た
イ
フ
シ
ャ
ビ
と
に
対
し
て
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
と
ツ
ェ
ツ
ェ
ル
レ
ク
入
玉
と
が
「
蒙
古
例
」
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
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実
の
み
で
あ
っ
て
（
こ
れ
が
本
稿
の
最
初
の
結
論
で
あ
る
）
、
そ
の
後
の
『
大
清
律
例
』
の
適
用
は
確
認
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
両
方
の
役

所
が
判
決
に
際
し
て
被
害
者
と
加
害
者
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
・
シ
ャ
ビ
と
い
う
身
分
を
い
さ
さ
か
も
問
題
に
し
な
い
ま
ま
平
然
と
「
蒙
古
例
」
に
直

接
一
欝
及
し
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
で
は
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
も
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
も
、
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ

ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
よ
っ
て
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

b
．
ツ
ェ
ベ
ク
の
事
件
（
一
九
〇
八
年
）

　
二
件
目
の
事
例
は
、
光
緒
三
四
（
～
九
〇
八
）
年
三
月
二
五
日
に
発
生
し
た
イ
フ
シ
ャ
ビ
問
の
軽
微
な
窃
盗
の
案
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の

経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
上
記
ア
ル
ヒ
ー
ブ
所
蔵
の
文
書
番
号
「
β
茗
。
∴
ζ
蕊
ρ
日
当
。
∴
ρ
×
．
国
巳
オ
。
∴
誤
ど
（
δ
鎖
蒸
器
で

　
⑦

α
量
」
と
い
う
文
書
で
、
短
い
た
め
次
頁
か
ら
全
文
の
転
写
訳
註
を
掲
げ
る
。
訳
文
の
（
）
内
は
訳
者
萩
原
に
よ
る
補
足
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）
。

　
こ
の
事
件
の
加
害
者
は
、
サ
ン
ダ
ク
の
オ
ト
ク
に
所
属
し
父
子
オ
ー
ガ
イ
ア
イ
マ
ク
（
本
章
の
註
③
、
④
を
参
照
）
に
住
む
ツ
ェ
ベ
ク
と
い
う

名
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
、
被
害
者
は
、
上
下
サ
ン
ガ
イ
ア
イ
マ
ク
（
本
章
の
註
④
を
参
照
）
の
僧
サ
ン
ド
イ
と
い
う
名
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ツ
ェ
ベ
ク
が
サ
ン
ド
イ
の
留
守
宅
へ
空
き
巣
に
入
り
小
冊
ダ
ク
一
枚
と
ロ
シ
ア
貨
幣
四
十
枚
を
盗
ん
だ
が
、
す
ぐ
捕
え
ら
れ
た
と
い
う
単
純
な

事
件
で
あ
る
。
犯
人
ツ
ェ
ベ
ク
に
対
し
て
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
が
下
し
た
判
決
は
、
〈
盗
ん
だ
物
の
価
値
が
銀
一
両
に
達
し
な
い
た
め
、

犯
人
は
法
律
に
従
っ
て
僧
籍
剥
奪
の
上
、
鞭
打
ち
六
十
回
。
賠
償
は
必
要
な
し
〉
と
い
う
物
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
こ
の
判
決
の
内
の
僧
籍
剥
奪
と
い
う
の
は
、
犯
罪
に
か
か
わ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
ラ
マ
に
必
ず
下
さ
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
処
罰
で
、
適
用
さ

れ
た
法
律
は
蒙
古
例
を
集
成
し
た
法
典
で
あ
る
『
理
藩
院
（
部
）
則
例
』
巻
五
九
（
嘲
擁
事
例
四
）
の
「
難
癖
等
犯
罪
、
先
行
還
俗
」
と
題
さ
れ

た
以
下
の
条
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
一
、
凡
剛
臓
等
因
事
拘
審
、
先
行
革
退
劇
繭
。
（
中
略
）
如
訊
明
無
罪
侃
復
其
痢
囁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ち
な
み
に
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
無
に
も
く
窃
盗
を
し
た
ラ
マ
の
僧
籍
を
剥
奪
せ
よ
〉
と
い
う
規
定
は
あ
る
が
、
同
時
に
〈
「
三
・
九
」
罰
を
課
す
〉
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（欄外）egUni　　　34　　　　　0n　4　sarayin（日付が抜けている）sidken　qaYulbai

　　　　これを（光緒）三四（～九〇八）年四月　の　　　　　　　　処置して写した。

／1／　man－u　kureyen－u　sangyai　ayimay－un　gelung　sangdui－yin　yurban

　　　　我々の庫倫　　のサンガイ　アイマクの　僧　　サンドイの、　三片の

／2／　6ilayun　6ai－u　ttn－e　taya6aqu　siersi　qaday

　　　　碑　　茶の値段に当たる　小　ハダク
nige　orus　m6nggtt
一枚とmシア貨幣

／3／　d66i－tei－i　qulayuJu　bariydaysan　qulyai　6ebeg－i　kereg

　　　　四十枚とを盗んで　捕えられた盗人　ツェベクを事件に

／4／　tokiyaysan　kifmifn－luy－a　ama　niyur　u6arayulun　bayi6ayan

　　　　遭遇した（被害）者　　と　　口供や顔を照合し　　調査して

／5／　sigifbesu　kereg　tokiyaysan　gelitng　sangdui－yin　medegulktt　anu

　　　　裁くと、事件に遭遇した　僧　　サンドイの供述は（以下の通りであった。）

／6／

／7／

ene　jil　yurban　sarayin　qorin　tabun－u　edure　qural－du

「今年三　月の二十五　 日、（読経）会　に

quraysan　6ilugen－du　60u）i　itgei　qasiyan－u　qayaly－a－bar

集まったすき　に鍵をかけていない板囲いの戸ロ　から

／8／　qulyai　kttmttn　oruJi　minu　qubi－yin　sersi　qaday　nige，　orus

　　　　盗　　人が　入り、私　個人の　小　ハダクー枚とロシア

／9／　monggtt　d66i－tei－i　qulyun　aba6u　yaraqu－yin）absar　bi　tokiyalduju

　　　　貨幣　　四十枚とを盗み　　取って出る　　　間に、私が出くわし

　　　（Jisegedの誤りとみなす）

／10／　iisuged　qaday　m6nggu　Jereg－i　toyabar　qurayan　ab6u　qulyai－yin　biy－e－i

　　　　監視してハダクと貨幣　　などを数通り　回　　　嘉し盗人　の身柄を

／ll／　bariyad　kttrgen　iribei　sigun　sidkegulku－e6e　bber　yomuduJu　tem6ekit　jtiil

　　　　捕えて届けて来ました。裁き　処罰すること以外には訴え　　　争う　　ことは

　　　　ugel
　　　　ありません」

／12／　kemen　medegultimtii　qulyai　6ebeg－yin　b6iku　anu　gabi
　　　　と　　供述している。盗人　ツェベクの供述は（以下の通り。）「（私は）シャビ

　　　　daruy－a　sangday　otuy－un

　　　　長　　サンダクのオトクの

／13／　kttmim　ene　iil　qorin　d6rben　nasu　eeege　lubsang　keduyin　ttkkugsen

　　　　者です。今年二十四　　才です。父　　ロプサンはずっと以前に死にました。

　　　　eke　6ibyan6a
　　　　母たる尼

／14／　deJid－yin　qamtu　ouyai　ayimay－tu　sayuju　qural　nom－un　suryayuli－i　dayaju

　　　　デジドと共に　オーガイアイマクに住み、読　経　　学校　　に従って

／15／　aJu　t6rumui　ene　iil　yurban　sarayin　qorin　tabun－u　edure　gendte　qulyuqu

　　　　暮らしています。今年三　月の二十五　 日に突然盗みの
sanay－a　t6rUJU

考えが生じ、
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／16／　yay6ayar　yabuiu　sangyai　ayimay－un　gelung　sangdui－yin　60uJi　ttgei

　　　　一人で　出かけてサンガイアイマクの僧　　サンドイの、鍵のかかっていない

qasiyan－u　qayalya－bar

板囲いの　芦口　から

／17／　oruJu　tegunu　ger－e6e　ile　bayiysan　sersi　qaday　nige
　　　　入り、彼の　天幕から、むき畠しで置いてあった小　ハダクー枚と

／18／　orus　m6nggtt　do6i－tei－i　qulyun　abuyad　qasiyan－u　yadan－a　yaraqu　）absar

　　　　　ロシア貨幣　　四十枚とを盗み　　取り、　板囲いの外　へ繊る　問に、

／19／　kereg　tokiyaysan　gelung　sangdui　tokiyaldu）u　sersi
　　　　事件に遭遇した（被害者の）僧　　サンドイが（私に）出くわし、小一ダクや

　　　　m6nggu　ierge－i　toyabar　qurayan

　　　　：貨幣　　などを数の通りに回

／20／　aba6u　minu　biy－e－i　bariyad　kurgen　irigsen　bile　bi　egtinee　urid　qulyai　bolun

　　　　収し、私の身柄を捕えて届けて来たのです。私はこれ以前に盗人　で

／22／　yabuvsan　ba　edttge　qulyuqui－dur　6gifr　qorsiy－a　ifgei　kemen

　　　　あったことはなく、今回の窃盗でも　　他の仲間は　いません」と

　　　　66imni，　bayi6ayabasu
　　　　供述している。調べてみると、

／22／　ene　kereg　tokiyaysan　kitmun－i　medegttlge　qulayai－yin　66ig　iabsar－tur

　　　　　この事件に遭遇した　人　　の報告と　　盗人　の供述は、相

qari16an　neyile16egsen　b6ged

互に　　一致して　　いて

／23／　qulayuysan　yayum－a－ni　un－e　nige　lang－du　ultt　kuru16ektt－yin　tula　qulayai

　　　　盗んだ　　物　　の　価値が（銀）一　両に達しない　　　ため、盗人
　　　　6ebeg－i

　　　　　ツエベクを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（sibtul狙に同じ）

／24／　qauli　yosuyar　gara－i　gabtulju　Jiran　tasiyur　Jangeisuyai，　qulayuy＄an　m6nggu

　　　　法律に従って　僧籍を剥奪し、六十回鞭　　打とう。　　盗んだ　　貨幣と
　　　　qaday－i

　　　　ハダクを

／25／　kereg　tokiyaysan　kumifn　ongge　toyabar　quriyaysan－i　ulu　kele16esugei

　　　　事件に遭遇した　入が、　種類と数の通りに回収したのを話し合う必要なしと

　　　　　しよう。　　　　　　　　　　　『

／26／　nigen　kereg－i　eyimu　sidkegsen　yabudal－i　dangsan－a　temdeglebe，

　　　　一　　件　をこのように処置した　こと　を棺案　に記録した。
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こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
決
に
は
合
わ
な
い
。
ま
た
そ
の
直
後
に
も
く
ラ
マ
が
羊
一
頭
よ
り
も
安
価
な
物
を
盗
ん
だ
場
合
〉
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

規
定
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
同
時
に
〈
僧
籍
剥
奪
を
ラ
マ
自
身
の
希
望
に
ゆ
だ
ね
る
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
法
律
に
従
っ
て
僧
籍
を
剥
奪

す
る
」
、
つ
ま
り
僧
侶
の
希
望
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
無
条
件
で
剥
奪
す
る
と
い
う
こ
こ
で
の
判
決
に
は
や
は
り
合
わ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
僧

籍
劒
奪
に
「
蒙
古
例
」
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
実
で
あ
る
。

　
ま
た
判
決
の
中
心
部
分
〈
銀
～
両
以
下
の
価
値
の
物
を
盗
め
ば
鞭
六
十
回
〉
と
い
う
の
は
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
に
も
「
蒙
古
例
」
に
も
該
当

す
る
条
文
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
実
は
『
大
清
律
例
』
巻
二
〇
（
刑
律
賊
盗
下
）
の
「
窃
盗
」
に
、
う
ま
く
一
致
す
る
以
下
の
条
文
が
存
在
し
、

か
つ
モ
ン
ゴ
ル
で
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
以
外
の
一
般
牧
民
に
対
す
る
刑
事
裁
判
で
も
適
用
さ
れ
た
例
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
（
萩
原
目
～
九
八
八
、
二

三
頁
、
同
目
二
〇
〇
〇
、
＝
八
頁
参
照
）
。

　
　
凡
窃
盗
巳
行
而
不
得
財
、
答
五
十
、
免
刺
。
（
中
略
）
一
両
以
下
、
杖
六
十
。
～
両
以
上
至
一
十
両
、
（
以
下
略
）

こ
の
傍
線
部
の
〈
窃
盗
し
た
物
品
の
価
値
が
銀
一
両
以
下
で
あ
れ
ば
犯
人
を
杖
六
十
に
処
す
〉
と
い
う
規
定
は
、
こ
こ
で
の
判
決
に
ぴ
っ
た
り

と
一
致
し
て
お
り
、
杖
を
革
製
の
鞭
（
む
ち
）
に
読
み
替
え
る
の
も
モ
ン
ゴ
ル
で
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
萩
原
目
一
九
八
八
、
二
＝
貢
、

同
匡
二
〇
〇
〇
、
＝
八
頁
の
例
で
も
同
じ
）
。
従
っ
て
こ
の
案
件
で
は
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
か
ら
安
価
な
物
を
盗
ん
だ
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
し
て
エ
ル
デ

ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
が
「
蒙
古
例
」
と
『
大
清
律
例
』
と
を
適
用
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
二
番
目
の
結
論
で

あ
る
。
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c
．
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
の
事
件
（
一
九
〇
八
年
）

三
件
目
の
事
例
は
、
光
緒
三
四
（
～
九
〇
八
）
年
二
月
二
日
に
発
生
し
た
イ
フ
シ
ャ
ビ
が
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
な
い
人
を
殴
っ
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
文
書
も
前
記
ア
ル
ヒ
ー
ブ
所
蔵
で
、
文
書
番
号
は
「
β
累
○
．

短
い
の
で
こ
れ
も
次
頁
か
ら
全
文
の
転
写
訳
註
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

”
ζ
歯
伊
日
客
。
∴
ρ
×
出
●
客
。
．
”
謡
卸
（
δ
旦
轟
き
℃
α
ヨ
腎
）
」
。



清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用（萩原）

（欄外）egni　　　34　　　　　0n　l　l　sarayin（日付が抜けている）sidken　bi6ibei

　　　　　これを（丁丁）三四（一九〇八）SC　一一月　の　　　　　　　　　処置して書いた。

／　1　／　tusiyettt　qan－u　qosiyun－u　qoriyan－u　daruy－a　duyar－i

　　　　　トゥシェートハン旗　　　の区　　　　長⑬　　ドガルを

／2　／　niduryalan　iang6iysan　sitttgen－i　ayimay－un　kiy－a　lama

　　　　拳で　　　殴った　　シュテーンアイマクの侍衛ラマ、

／3　／　sereyineng－yin　kereg－i　neyilegulun　bayi6ayaiu　sigifbesu

　　　　　セレーネンの　事件を合わせ　　調べて　　裁くと、

／4／　daruy－a　duyar－yin　medegttlktt　anu　ene　arban　nigen　sarayin
　　　　　長　　　ドガルの報告　　　は（以下の通りであった。）にの十　　一　　月　の

／5／　sineyin　qoyar－yin　edur　60uqur　qoriyan－u　yajar　sayuqu

　　　　初　　二　　　　日、チョーホル区　　の場所に住む

／6／　sayid　beyise－yin　qosiyun－u　bangdi　torumun－yin　degifu

　　　　　大臣貝子　の　旗　　のバンディ⑭、トロモンの妹

／7　／　keitken－u　ger－tu　nom　ungsiysan　kiy－a　lama　sereyineng　man－u

　　　　　　　　　　の天幕で経を読んだ　侍衛ラマ、セレーネンが、我々の

／8／　qasiyan－u　eguttden－du　baling　tuligsen　u6ir　qasiyan－dur

　　　　板囲いの扉の所　で小麦粉の供え物を燃やしたので、板囲い　に

／9／　yal　qaldaqu　aqui　kemen　ayilabarlan　u6ir－i　kelektti－dur

　　　　　火がつく　　か　と　　恐れて　　事情を話すと、

／10／　sereyineng　yekede　ayursaiu　minu　niyur－yin　tus　nigen　uday－a

　　　　　セレーネンは大いに　怒り、　私の　顔　に　対して一　　度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（qabudaVuの誤りとみなす）

／ll／　niduryalan　）ang6iysan　tuqai－dur　yekede　qabadda6u　ulayiysan

　　　　　拳で　　　殴った　　時　に　大いに腫れて　　赤くなりました。

／12／　bolba6u　ene　iabsar－a　nigengte　sayin－iyar　edegegsen　b6ged

　　　　　しかし、この間　　既に　　よく　　回復して　いて、

／13／　yertt　emgeglegsen　yaiar　ugei　tula　sereyineng－i　sidkegttlku－e6e

　　　　　全く痛む　　　　所がないので、セレーネンを処罰させる以

／14／　6ber　yomudaqu　iuil　ttgei　bile　kemen　medegttlumui，

　　　　　外に訴える　　ことはありません」と　　報告している。

／15／　kttriyen－u　sitttgen－i　ayimay－un　kiy－a　lama　sereyinengdorji－yin

　　　　庫倫　　のシュテーンアイマクの侍衛　ラマ、セレーネンドルジの

／16／　medegelku　anu　66ggen　kumun　ene　｝il　ebul－un　dumda
　　　　　報告　　　は（以下の通り。）「小人（たる私）は今　三冬　の

sarayln
中の（一一一一一一・・）月の

／17／　　sineyin　qoyar－yin　edure　～めuqur　　　qoriyan・u　Ya；ar－a　saYuqu

　　　　　初　 二　　Hに、チョーホル区　の所に住む
／18／　sayid　beyise－yin　qosiyun－u　bangdi　torumun－yin　deguif

　　　　　大臣貝子の旗　のバンディ、トロモンの妹
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／19／　keUken－i　ger－tU

　　　　　　　　　の天幕で、

　　　　　　　　　　　　　　　　　（daYaldunの誤り）

baysi　gabYu　lig6uy－i　dayldun　nom　ungsiqu

先生ガチュリンチョクに従って経を読む

／20／　u6ir　sayuran　Yisay－a　ba　dongdoblig　ayimay－aba　payiia
　　　　　ために規剣的勤行（？）やドンドプリグアイマク（？）から札を

／21／　ab6u　06iYad　nom　ungsiysan　tuqai－dur　nigen　doy；ur

　　　　持って行き、経を読んだ時に・一一一つの小麦粉の供え物を

／22／　yarfaiu　daruy－a　duyar－yin　qasiyan－u　emifn－e　eteged－tur

　　　　　出して、長　　ドガルの板囲いの前の　側　　で

／23／　qayilqui－dur　eseregtt　teseregit　kele16ektt－yin　ulama　minu　mungqay

　　　　　茶毘に付す際、対　　立して　話し合った　上に私の愚かな

　　　　　　　　　　　　　　　（6rni狙の誤りとみなす）

／24／　ayur　genedte　6reni）tt　duyar－yin　niyur－yin　tus　niduryalan

　　　　　怒りが突然　　増大し、ドガルの　顔　に　対して拳で

／25／　iang6iysan　ttnen　kemen　medegttlJttkni，　egifndur　eden－u　medegiflge

　　　　　殴ったことは本当ですJと　　報告した。　その際、　彼等の報告は

／26／　qari16an　neyile16egsen　ba，　iang6iydaysan　duyar　nigengte

　　　　　相互に　一致していて、　殴られた　　　ドガルも既に

／27／　sayin－iyar　edegegsen　buged　yertt　emgeglegsen　yaiar　ugei　tula

　　　　　よく　　回復して　おり、避く痛む　　　所がないので、

／28／　ene　kereg－ttn　kiy－a　lama　sereyinengdorii－i　tusiyal－dur　kebyier

　　　　　この事件の理趣ラマ、セレーネンドルジをその地位にそのまま

／29／　ayuyulaiu　urid　sidkegsen　kereg－an　yosuyar　angiu

　　　　居らせ、　以前処罰した　事件に　従ってアンズ

／30／　nigen　yisun　yal－a　tor“t，uJu　6egerlel　uiegttlun　sidkegsen　yabudal－i

　　　　　一・九　罰を課して禁例を　示して　処罰したこと　　を

／31／　dangsan－a　temdeglebe，

　　　　棺案　　に記録した⑮
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清代モンゴルのイフシャビに対する法律の適用（萩原）

　
こ
の
事
件
の
加
害
者
は
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
、
庫
倫
シ
ュ
テ
ー
ン
ア
イ
マ
ク
（
本
章
の
註
④
参
照
）
の
侍
衛
ラ
マ
で
あ
る
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
。
被

害
者
は
ハ
ン
オ
ー
ル
盟
ト
ゥ
シ
ェ
ー
ト
汗
旗
の
区
長
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
ド
ガ
ル
と
い
う
入
物
で
、
お
そ
ら
く
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
　
般
の
旗
の
楽
な
の
で
、
少
な
く
と
も
イ
フ
シ
ャ
ビ
で
は
な
い
。
事
件
の
内
容
は
、
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
が
口
論
の
末
に
ド
ガ
ル

の
顔
を
拳
で
殴
っ
た
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
る
。

　
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
に
よ
る
判
決
の
内
容
は
、
「
以
前
処
罰
し
た
事
件
に
従
っ
て
ア
ン
ズ
　
・
再
製
を
課
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
「
以
前
処
罰
し
た
事
件
に
従
っ
て
」
と
い
う
文
言
は
極
め
て
異
例
な
表
現
で
あ
る
。
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
の
裁
判
の
判
決
に

お
い
て
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
法
典
名
が
直
接
言
及
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
例
え
ば
「
法
律
に
従
っ
て
…
…
を
課
す
」
と
い
う
よ
う
に

い
ず
れ
か
の
法
典
に
則
っ
て
処
置
し
よ
う
と
し
て
い
る
合
法
性
が
明
瞭
に
読
み
と
れ
る
よ
う
意
識
し
て
書
か
れ
た
文
雷
に
な
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
例
に
則
っ
て
処
罰
す
る
と
い
う
明
ら
か
に
判
例
の
存
在
を
暗
示
す
る
よ
う
な
文
言
は
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
以
外
の
裁
判
で
は

ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
判
例
争
心
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ア
ン
ズ

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
極
め
て
異
例
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
比
較
的
軽
い
刑
罰
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
か

な
り
古
い
言
葉
で
、
元
々
漢
文
表
記
で
あ
る
鯛
大
州
律
例
』
は
勿
論
の
こ
と
、
蒙
文
版
の
「
蒙
古
例
」
で
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
『
ハ

ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
や
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
で
は
、
重
い
刑
罰
を
指
す
と
思
わ
れ
る
用
語
ゼ
レ
グ
レ
ン
（
“
雲
α
q
①
一
2
）
と
並
ん
で
ア
ン
ズ
の

語
が
頻
出
す
る
。
従
っ
て
磯
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
か
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
適
用
さ
れ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
語
で
あ
る
と
も
い
え

よ
う
。
最
後
の
＝
・
九
罰
」
と
は
、
九
頭
の
家
畜
を
一
セ
ッ
ト
、
犯
入
か
ら
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
没
収
す
る
と
い
う
意
味
で
、
「
蒙
古
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
も
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
で
も
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
隔
で
も
頻
繁
に
現
れ
る
家
畜
に
よ
る
罰
金
刑
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
こ
で
、
人
の
顔
を
拳
（
こ
ぶ
し
）
で
殴
っ
た
と
い
う
単
純
な
傷
害
事
件
に
つ
い
て
、
ま
ず
清
末
期
の
「
蒙
古
例
」
を
調
べ
て
み
る
と
、

覗
理
藩
院
（
部
）
則
例
』
巻
三
五
「
人
命
」
の
「
修
改
　
蒙
古
属
下
官
員
等
檀
用
金
刃
尋
物
傷
人
殺
人
」
の
条
文
中
に
、

　
　
　
　
～
、
凡
蒙
古
属
下
官
員
及
平
人
、
捜
用
金
刃
六
物
傷
人
者
、
（
中
略
）
平
人
鞭
一
面
。
（
中
略
）
強
奪
非
檀
用
金
刃
、
以
手
足
他
物
、
傷
人
（
中
略
）
各

117 （619）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
減
披
用
金
刃
例
一
等
科
罪
。
（
以
下
略
）

と
い
う
規
定
が
見
つ
か
る
。
傍
線
部
に
、
「
刃
物
を
用
い
ず
に
手
足
等
を
用
い
て
人
を
傷
つ
け
た
場
合
は
（
中
略
）
各
々
刃
物
を
用
い
た
例
よ

り
も
罪
一
等
を
減
ず
る
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
最
初
の
方
に
あ
る
平
民
が
刃
物
を
用
い
て
人
を
傷
つ
け
た
場
合
の
規
定
で
は
「
鞭
一
百
」
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

っ
て
い
る
の
で
、
結
局
「
蒙
古
例
」
で
は
百
囲
よ
り
も
回
数
を
滅
ら
さ
れ
た
鞭
打
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
こ
の
事
件
の
刑
罰
コ
・

九
罰
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
「
蒙
古
例
」
が
適
用
さ
れ
た
可
能
性
は
な
い
。

　
次
い
で
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
拳
で
人
を
殴
っ
た
場
合
と
い
う
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
。
し
い
て
こ
れ
に
近
い
規
定
を
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

せ
ば
、
ま
ず
く
使
者
を
鞭
や
拳
で
打
て
ば
五
罰
に
加
え
て
二
黒
〉
と
い
う
規
定
が
見
つ
か
る
が
、
被
害
者
の
条
件
も
処
罰
方
法
も
こ
の
案
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

合
わ
な
い
。
ま
た
〈
盗
人
が
家
畜
の
持
ち
主
を
石
や
木
で
殴
っ
た
場
合
三
・
九
七
に
処
す
〉
と
い
う
規
定
も
見
つ
か
る
が
、
加
害
者
の
条
件
も

殴
り
方
も
、
ま
た
処
罰
方
法
も
全
て
こ
の
事
件
に
合
わ
な
い
。
さ
ら
に
〈
他
人
の
親
指
を
傷
つ
け
て
、
も
し
も
そ
の
機
能
が
回
復
し
た
な
ら
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
・
九
号
、
親
指
以
外
の
指
を
傷
つ
け
て
そ
の
機
能
が
回
復
し
な
け
れ
ば
こ
れ
も
一
・
高
湿
に
処
す
〉
と
い
う
規
定
も
見
つ
か
る
が
、
や
は
り
顔

を
殴
っ
た
こ
の
事
件
で
適
用
さ
れ
た
と
こ
じ
つ
け
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
従
っ
て
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
が
こ
こ
で
適
用
さ
れ
た
と
も
考
え
難
い
。

　
そ
こ
で
㎎
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
を
検
索
し
て
み
る
と
、
類
似
の
判
例
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
〈
拳
で
人
を
殴
っ
た
犯
人
を
ア

ン
ズ
一
・
九
重
を
課
し
て
処
罰
し
た
〉
と
い
う
こ
の
事
件
と
全
く
同
じ
判
例
が
二
件
見
ら
れ
る
。
一
件
目
は
麟
二
・
演
題
。
℃
葵
一
⑩
①
r
や
霧
に

あ
る
判
例
前
半
部
（
第
一
部
）
の
第
五
三
条
（
以
下
、
萩
原
1
1
二
〇
〇
～
の
方
法
で
編
者
名
の
頭
文
字
・
条
文
番
号
・
頁
を
採
っ
て
鵠
÷
窃
G
。
も
．
駅
と
い

う
ふ
う
に
略
す
。
本
稿
第
～
章
の
註
⑨
を
参
照
）
で
、
こ
れ
は
頻
鎚
鎧
－
鑓
葵
第
一
り
り
ρ
や
一
目
に
あ
る
第
三
六
条
（
同
様
に
萸
山
①
も
．
ご
）
に
当
た

る
。
二
件
目
は
踏
9
。
巻
長
。
℃
受
お
①
ザ
や
潔
に
あ
る
判
例
後
半
部
（
第
二
部
）
の
第
九
四
条
（
餌
山
H
め
幽
も
．
忠
）
で
、
※
山
①
ρ
℃
』
ω
に
当
た

る
。
さ
ら
に
、
殴
っ
た
手
段
を
明
示
し
な
い
ま
ま
〈
人
を
殴
っ
た
犯
人
を
～
・
九
罰
を
課
し
て
処
罰
し
た
〉
と
す
る
判
例
な
ら
ば
五
件
も
見
ら

　
⑬

れ
る
。
そ
の
上
、
以
上
七
件
の
内
最
後
の
～
件
を
除
く
六
件
の
判
例
は
い
ず
れ
も
「
き
σ
q
風
蝕
σ
q
窪
覧
ω
ぎ
饗
｝
－
p
8
芝
庫
甘
ω
一
子
Φ
甘
犀
巳
》
（
ア

ン
ズ
一
・
歯
周
を
課
し
て
処
罰
し
た
。
）
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
お
り
、
「
き
α
q
冒
」
の
語
の
使
わ
れ
方
を
含
め
て
明
ら
か
に
「
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
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ジ
の
事
件
」
の
判
決
文
に
そ
っ
く
り
の
言
い
回
し
で
あ
る
。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
前
述
の
「
以
前
処
罰
し
た
事
件
に
従
っ
て
」
と
い
う

判
決
の
文
言
も
、
や
は
り
明
ら
か
に
こ
れ
ら
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
判
例
に
従
っ
た
故
の
表
現
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
「
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
の
事
件
」
に
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
瞼
の
中
の
い
ず
れ
か
の
判
例
（
お
そ
ら
く
複
数
）
が
適
用

さ
れ
た
と
ほ
ぼ
断
定
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
我
々
が
現
在
見
て
い
る
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
は
、
第
一
章
の
註
⑨
で
述
べ
た
よ
う

に
一
九
＝
二
年
以
降
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
九
〇
八
年
の
「
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
の
事
件
」
に
こ
の
完
成
本
そ
の
も
の
が
適
用
さ

れ
た
可
能
性
は
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
八
年
以
前
の
判
例
も
こ
の
事
件
当
時
当
然

何
ら
か
の
形
で
判
例
と
し
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
適
用
さ
れ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
三
番
目

　
　
　
　
　
　
⑳

の
結
論
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
オ
ラ
！
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
に
清
末
の
判
例
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
事

実
が
、
確
か
に
含
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
改
め
て
再
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

①
「
e
’
鷺
9
一
ζ
一
O
Q
α
」
と
は
、
召
。
昌
の
客
毒
ぴ
曾
（
蔵
書
番
号
）
が
ζ
あ
㎝

　
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
ζ
－
o
。
0
の
竃
は
満
洲
族
時
代
（
つ
ま
り
清
代
）
を
表

　
す
窯
塁
葵
（
満
洲
族
）
の
頭
文
字
ζ
で
あ
り
、
そ
の
。
。
ゆ
は
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ

　
ド
バ
衙
門
の
文
書
で
あ
る
。
「
日
累
。
∴
蕊
と
は
、
背
。
国
♂
下
め
瓢
β
ヨ
び
費
（
帳

　
簿
番
号
）
が
ト
3
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
黒
歯
ゆ
は
濱
。
．
ω
ま
で
あ
っ
て
、
客
p

　
H
は
土
瓶
群
。
こ
の
瓢
ρ
縛
と
2
ρ
ω
は
折
り
本
形
式
の
文
書
群
で
あ
る
。

　
「
×
’
雷
圏
客
P
”
占
卜
⊃
」
と
は
、
「
×
畏
雷
津
竃
美
蚤
エ
エ
ω
弓
葵
の
客
¢
ヨ
び
興
（
保
管

　
単
位
番
号
）
が
譜
ト
っ
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
こ
こ
ま
で
が
本
当
の
文
書
番
号
。

　
（
。
。
畳
胃
9
。
巷
O
震
焉
）
は
「
第
八
文
書
」
の
意
で
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
筆

　
者
が
付
け
加
え
た
だ
け
で
あ
る
。
客
ρ
刈
舘
は
全
十
通
の
文
書
か
ら
な
る
の
で
、

　
そ
の
内
の
八
貫
目
と
い
う
こ
と
。

②
こ
の
活
仏
は
ラ
マ
旗
を
所
有
す
る
有
印
の
活
仏
で
あ
っ
た
（
末
尾
の
地
図
を
参

　
照
）
。
詳
細
に
つ
い
て
は
若
松
1
1
一
九
八
七
等
を
参
照
。

③
オ
ト
ク
の
名
は
一
亜
目
人
名
や
地
名
を
前
に
冠
し
て
呼
ば
れ
る
。
こ
の
チ
ミ
ド

　
と
い
う
の
は
人
名
で
、
い
か
な
る
入
物
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

　
こ
の
オ
ト
ク
を
当
時
管
轄
し
て
い
た
役
人
の
名
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。

④
ウ
ル
ル
ー
ド
は
本
来
氏
族
名
で
、
こ
の
氏
族
出
身
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
（
ラ
マ
を
含

　
む
）
が
ア
イ
マ
ク
と
呼
ば
れ
る
小
集
団
を
形
成
し
て
庫
倫
に
集
住
し
て
い
た
も
の
。

　
庫
倫
に
は
ア
イ
マ
ク
と
呼
ば
れ
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
小
さ
な
組
織
が
三
十
個
あ
り
、

　
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
ジ
ェ
ブ
ツ
ン
ダ
ン
バ
ホ
ト
ク
ト
配
下
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
た
ち
が

　
集
住
し
て
暮
ら
し
つ
つ
仏
教
の
修
行
な
ど
を
し
て
い
た
。
こ
の
組
織
を
門
川
倫
の

　
ア
イ
マ
ク
」
と
呼
ぶ
。
本
章
で
引
用
す
る
他
の
二
事
件
に
出
て
く
る
「
サ
ン
ガ
イ

　
ア
イ
マ
ク
」
、
「
オ
ー
ガ
イ
ア
イ
マ
ク
扁
、
「
シ
ュ
テ
ー
ン
ア
イ
マ
ク
」
も
、
こ
の

　
「
庫
倫
の
ア
イ
マ
ク
」
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
O
o
ぎ
竃
彊
円
ご
5
郎
納
り
①
一
も
．
δ
沁
等

　
参
照
。
ウ
ル
ル
ー
ド
と
い
う
氏
族
名
は
、
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
の
辞
書
に
も
記
載
さ

　
れ
て
お
り
、
国
螢
崎
。
匿
一
り
刈
り
の
第
六
一
枚
目
の
氏
族
分
布
地
図
に
記
載
さ
れ
て
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い
る
「
①
議
琶
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
リ
ン
チ
ェ
ン
氏
の
地
図
に
よ
れ
ば
、

　
彼
ら
は
現
在
で
も
モ
ン
ゴ
ル
国
益
西
部
の
フ
ブ
ス
グ
ル
ア
イ
マ
ク
方
弼
に
居
住
し

　
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑤
バ
ル
が
族
は
、
現
在
も
中
国
の
内
蒙
古
自
治
区
北
部
の
フ
ル
ン
ボ
イ
ル
盟
西
部

　
　
帯
に
居
倥
遊
牧
し
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
系
の
部
族
で
、
西
方
の
新
バ
ル
が
族
と
東

　
北
方
の
旧
バ
ル
が
族
と
に
別
れ
て
い
る
。
庫
倫
バ
ル
ガ
ア
イ
マ
ク
と
は
、
ウ
ル

　
ル
ー
ド
ア
イ
マ
ク
と
同
様
に
、
バ
ル
が
粗
暴
身
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
が
早
期
で
ア
イ
マ

　
ク
と
呼
ば
れ
る
小
集
団
を
形
成
し
て
集
住
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の

　
バ
ル
が
族
は
イ
フ
シ
ャ
ビ
が
い
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
対
す
る
信
仰
が
か
な
り
篤
か

　
つ
た
翌
々
の
は
ず
な
の
で
、
旧
バ
ル
が
族
で
は
な
く
ハ
ル
ハ
の
す
ぐ
東
隣
に
住
む

　
新
バ
ル
が
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
｝
方
こ
の
殺
人
事
件
が
起

　
こ
っ
た
場
所
は
、
ヘ
ル
レ
ン
川
の
岸
辺
な
の
で
、
明
ら
か
に
新
バ
ル
が
弔
旗
の
地

　
で
あ
る
。
従
っ
て
ダ
グ
バ
は
自
分
の
出
身
地
か
あ
る
い
は
祖
先
の
出
身
地
に
行
っ

　
て
布
施
を
請
う
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
末
尾
の
地
図
を
参
照
）
。
バ
ル
が
族
に
関
し

　
て
は
、
柳
澤
薩
一
九
九
三
、
同
1
1
～
九
九
九
等
を
参
照
。

⑥
殺
人
が
発
覚
し
て
捕
え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
許
可
な
く
境
界
線
を
越

　
え
た
た
め
に
捕
え
ら
れ
た
の
か
、
文
書
か
ら
は
読
み
と
れ
な
い
。
た
だ
後
者
だ
と

　
し
て
も
捕
え
ら
れ
た
後
す
ぐ
に
発
覚
し
た
可
能
性
が
高
い
。

⑦
本
章
の
註
①
を
参
照
。
竃
山
㎝
の
日
賭
9
は
賭
9
ω
ま
で
あ
り
、
翼
。
」
は
棺

　
冊
群
。
N
G
。
は
折
本
の
文
豪
群
。
×
・
譲
’
客
O
．
る
O
一
の
瓢
O
・
“
蟄
は
全
二
十
二

　
通
の
文
書
か
ら
な
り
、
本
文
書
は
そ
の
う
ち
の
一
五
篇
目
で
あ
る
。

⑧
細
長
い
絹
布
。
贈
り
物
に
用
い
ら
れ
る
。

⑨
　
多
薄
才
旦
鍍
一
九
八
七
の
巻
五
九
の
八
葉
表
（
下
鉄
）
、
楊
選
第
・
金
峰
口
一

　
九
九
八
、
四
一
五
～
四
一
六
頁
等
参
照
。
記
文
版
で
は
悪
日
拉
図
・
金
縫
肪
一
九

　
八
九
、
七
八
○
頁
（
下
巻
）
等
参
照
。

⑩
こ
の
種
の
家
畜
罰
に
つ
い
て
は
次
の
事
件
の
所
で
解
説
す
る
。

⑪
明
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
㎞
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
語
訳
と
モ
ン
ゴ
ル

　
文
テ
キ
ス
ト
と
は
、
員
駿
玉
込
。
切
一
⑩
①
α
も
．
α
9
卜
。
卜
⊃
宇
悼
ω
O
を
参
照
。
和
訳
は
珀

　
山
臼
～
九
六
七
、
二
五
四
頁
を
参
照
。

⑫
本
章
の
註
①
、
⑦
参
照
。
本
文
書
は
二
十
二
中
中
の
～
○
群
峰
で
あ
る
。

⑬
ト
ゥ
シ
ェ
ー
ト
ハ
ン
旗
と
は
、
ハ
ン
オ
ー
ル
盟
（
ト
ゥ
シ
ェ
ー
ト
汗
部
）
内
に

　
あ
り
ト
ゥ
シ
ェ
ー
ト
汗
の
地
位
に
あ
る
王
侯
の
旗
で
あ
る
。
こ
の
区
長
と
い
う
の

．
が
い
か
な
る
役
職
で
あ
る
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
旗
の
領
地
で
は
な
く
庫

　
倫
に
お
け
る
役
職
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑭
大
臣
貝
子
と
い
う
の
は
誰
の
こ
と
か
不
明
。
バ
ン
デ
ィ
と
は
下
級
ラ
マ
の
こ
と
。

⑮
撹
案
に
記
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
公
式
的
な
処
罰
で
あ
る
こ
と
を
示

　
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

⑯
九
頭
の
内
訳
は
、
「
蒙
古
例
」
で
は
「
馬
二
頭
・
去
勢
牛
二
頭
・
乳
牛
二
頭
・

　
三
歳
牛
二
頭
・
二
歳
牛
一
頭
」
。
㎎
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
㎞
で
も
最
後
の
二
歳
牛
が
～
歳

　
牛
に
変
わ
る
だ
け
で
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
「
二
・
九
罰
」
と
は
ニ
セ
ッ
ト
（
計

　
十
八
頭
）
、
「
三
・
九
罰
扁
と
は
三
セ
ッ
ト
（
計
二
十
七
頭
）
の
家
畜
罰
で
、
九
頭

　
に
満
た
な
い
胃
軸
罰
」
、
門
五
型
」
、
「
三
里
」
等
も
あ
っ
た
。
島
騰
1
1
一
九
九
二
、

　
八
四
四
一
八
五
五
頁
等
参
照
。
た
だ
し
門
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
規
定

　
（
鵠
貸
m
量
。
勺
弟
一
〇
①
一
も
．
一
ω
）
で
は
、
ア
ン
ズ
一
・
九
罰
は
碑
茶
｝
三
〇
〇
個

　
に
換
鋒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑰
多
傑
才
日
丁
一
九
八
七
の
巻
三
五
の
四
葉
裏
・
五
葉
表
（
下
鉄
）
、
警
世
第
・

　
金
峰
罰
一
九
九
八
、
三
〇
七
頁
等
参
照
。
蒙
文
華
で
は
愛
日
拉
図
・
金
峰
“
一
九

　
八
九
、
五
八
一
～
五
八
二
頁
（
下
巻
）
等
参
照
。

⑱
ち
な
み
に
こ
れ
は
、
被
害
者
に
障
害
が
残
ら
な
か
っ
た
場
合
の
規
定
で
あ
っ
て
、

　
障
害
が
残
っ
た
場
合
の
規
定
は
、
引
用
文
中
の
二
つ
目
の
（
中
略
）
の
部
分
に
、

　
よ
り
重
い
刑
罰
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
被
害
者
の
傷
が
よ
く
治
っ

　
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
障
害
の
残
ら
な
か
っ
た
方
の
規
定
が
関
わ
る
。
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⑲
五
罰
と
二
罰
に
関
し
て
は
、
本
章
の
謎
⑯
を
参
照
。

⑳
ロ
シ
ア
語
訳
と
モ
ン
ゴ
ル
文
テ
キ
ス
ト
と
は
、
亭
ヨ
ぴ
舅
8
6
①
9
㍗
b
。
ρ

　
一
呂
を
参
照
。
和
訳
は
田
山
翻
　
九
六
七
、
二
一
一
責
を
参
照
。
た
だ
し
田
山
氏

　
の
訳
は
誤
脱
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
。

⑳
　
ロ
シ
ア
語
訳
と
モ
ン
ゴ
ル
文
テ
キ
ス
ト
と
は
、
鎖
『
目
ぴ
寅
畠
一
㊤
①
黛
ワ
ω
ρ

　
一
α
Φ
を
参
照
。
和
訳
は
霞
丁
丁
一
九
六
七
、
二
二
〇
頁
を
参
照
。
た
だ
し
田
山
氏

　
の
訳
は
「
三
・
九
し
を
誤
っ
て
「
一
・
九
」
と
訳
し
て
い
る
。
本
章
の
註
⑯
も
参

　
照
。

⑫
　
ロ
シ
ア
語
訳
と
モ
ン
ゴ
ル
文
テ
キ
ス
ト
と
は
、
召
声
き
罠
。
¢
。
6
①
0
も
．
刈
ρ

　
N
忠
を
参
照
。
和
訳
は
田
山
曄
一
九
六
七
、
二
六
九
頁
を
参
照
。
本
章
の
註
⑯
も

　
参
照
。

⑬
国
甲
甲
ω
ω
も
』
回
▼
夷
幽
b
。
も
．
一
〇
。
団
甲
H
山
竃
も
誌
。
。
▼
萸
あ
Φ
も
9
δ
。

　
囹
鑓
－
H
H
幽
ω
も
．
刈
○
。
り
葵
∴
一
Φ
も
」
り
。
団
鎖
山
H
山
刈
○
。
も
．
ご
一
甲
萸
幽
O
卜
⊃
も
』
刈
。

　
回
頃
山
H
幽
一
。
。
も
．
一
一
P
電
炉
卜
。
蒔
も
．
卜
。
り
。

⑳
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
と
、
上
記
の
判
例
計
七
件
も
細
か
い
条
件
は
様
々
だ

　
つ
た
よ
う
で
、
五
件
目
は
イ
フ
シ
ャ
ビ
が
細
入
を
殴
っ
た
案
件
だ
し
、
六
件
目
は

　
相
手
の
歯
を
折
り
、
七
字
目
は
目
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

　
様
に
コ
・
九
罰
」
に
処
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
締
故
同
じ
処
罰
に
な
っ
た
の
か
、

　
わ
ず
か
数
行
の
叙
述
か
ら
は
状
況
が
全
く
読
み
と
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
、

　
拳
で
殴
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
た
判
例
が
三
件
（
團

四
、
清
末
の
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
律

鵠
山
山
ρ
唱
．
一
P
英
山
伊
も
■
り
。
団
誕
－
H
∴
一
一
り
唱
．
ω
。
。
’
葵
ふ
◎
9
芯
。
唾

薫
∴
㍗
忘
企
ワ
δ
♪
美
∴
。
。
一
博
ワ
b
。
0
）
、
よ
り
軽
く
処
罰
さ
れ
た
判
例
が
二
件

（
紅
藍
山
甲
り
ω
も
．
⑩
《
三
山
α
P
弓
』
ω
。
囮
霊
山
同
∴
①
c
。
ら
」
O
ρ
葵
留
一
り
。
。
も
．

卜。

?）

A
さ
ら
に
拳
以
外
の
手
段
で
殴
っ
た
り
殴
っ
た
手
段
が
明
記
さ
れ
な
い
ま
ま

よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
た
判
例
が
四
件
（
囮
鎖
山
ム
一
も
』
ρ
※
山
。
。
も
．
一
〇
。
図

甲
H
∴
盆
も
ム
9
襲
歯
卜
⊃
も
．
一
〇
。
固
甲
張
一
♂
も
．
ミ
”
曳
撃
。
。
メ
℃
．
一
①
。
囮

国
山
山
①
Q
。
も
「
O
ρ
葵
め
ω
も
．
一
①
）
、
よ
り
軽
く
処
罰
さ
れ
た
判
例
が
六
件
（
鰯

鴻
山
H
ム
b
。
も
’
。
。
卜
。
噌
頻
∴
卜
。
㊤
も
■
ぴ
。
O
。
團
鵠
山
H
鳥
。
。
も
．
Φ
ρ
葵
∴
ミ
も
9
B
。
⑲

山
山
H
点
ω
♪
ワ
一
〇
N
渓
山
謡
讐
㍗
漣
。
圓
甲
山
甲
一
ま
も
」
0
9
夷
山
。
。
c
。
も
．
卜
。
①
。

團
甲
H
H
∴
㎝
。
。
甲
P
一
〇
メ
葵
｝
一
㊤
ρ
℃
』
①
。
南
中
H
H
幽
回
ω
も
．
＝
。
。
▼
葵
－
b
。
b
。
一
ー
ワ

諺
）
あ
る
。
こ
れ
ら
多
様
な
判
例
の
存
在
は
、
本
事
件
へ
の
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ

ァ
ル
ト
臨
の
判
例
の
適
用
を
想
定
す
る
の
に
一
襲
不
利
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
鞭
（
翻
）
や
木
（
圓
）
で
殴
っ
た
た
め
に
よ
り
重
く
な
っ
た
場
合
や
父

親
（
尊
属
）
を
殴
っ
た
た
め
に
よ
り
重
く
な
っ
た
場
合
（
回
）
、
心
隔
の
喧
嘩

（
圓
）
や
夫
婦
喧
嘩
（
圓
）
で
殴
っ
た
た
め
に
よ
り
軽
く
な
っ
た
場
合
な
ど
、
そ

の
根
拠
が
読
み
と
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
、
人
を
殴
っ
た
と
い
う
だ
け
で

は
片
づ
け
ら
れ
な
い
事
件
の
個
別
的
な
状
況
に
よ
っ
て
軽
重
が
裁
量
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
処
罰
の
ば
ら
つ
き
は
、
決
し
て
『
オ
ラ
耀

ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
判
例
が
本
件
に
適
用
さ
れ
た
と
い
う
結
論
に
さ
し
さ
わ
る
も

の
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
以
上
三
つ
の
事
件
の
法
律
確
定
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
の
第
一
章
の
b
で
最
初
に
述
べ
た
主
要
な
三
系
統
の
学
説
を
こ
こ
で
再
検
討
し
て

み
ょ
う
。
ま
ず
リ
ャ
ザ
ノ
フ
ス
キ
i
氏
の
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
説
〉
に
つ
い
て
。
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
は
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
間
で
起
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こ
っ
た
「
ツ
ェ
ベ
ク
の
事
件
」
で
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
「
蒙
古
例
」
と
『
大
王
律
例
』
を
直
接
適
用
し
、
「
オ
ド
セ
ル
と
ナ
ワ
ー
ン
の
事
件
」
で
も

ラ
マ
旗
の
シ
ャ
ビ
と
イ
フ
シ
ャ
ビ
と
に
「
蒙
古
例
」
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
命
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
説
〉
は
明
ら
か
に
成
り
立

た
な
い
。

　
次
い
で
島
田
正
郎
氏
の
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
臨
か
ら
「
蒙
古
例
」
へ
の
交
代
説
〉
も
、
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
の
み
の
と
こ
ろ
へ
「
蒙
古
例
」

や
『
大
清
律
例
』
が
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
〉
と
い
う
意
味
で
は
勿
論
正
し
か
っ
た
が
、
清
末
の
「
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
の
事
件
」
に
お
い

て
も
『
オ
ラ
！
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
隔
の
判
例
が
な
お
公
式
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〈
清
朝
の
法
へ
交
代
し
き
っ
た
訳
で
は
な
く
、
清

末
で
も
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が
な
お
併
用
さ
れ
て
い
た
〉
と
訂
正
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
臨
中
の
清
末

の
判
例
か
ら
も
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
得
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
続
い
て
ジ
ャ
ラ
ン
ア
ー
ジ
ャ
ブ
氏
に
よ
る
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
嚇
と
咽
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
み
の
併
用
説
〉
は
、
義
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』

説
」
と
同
じ
理
由
で
明
ら
か
に
成
り
立
た
な
い
。
イ
フ
シ
ャ
ビ
問
の
「
ツ
ェ
ベ
ク
の
事
件
」
で
「
蒙
古
例
」
と
『
大
倉
律
例
』
が
適
用
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ナ
ツ
ァ
ク
ド
ル
ジ
氏
に
よ
る
〈
他
益
の
牧
民
と
の
相
関
案
件
で
は
「
蒙
古
例
」
だ
け
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
み
の
案
件
で
は

『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
と
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
併
用
〉
と
い
う
説
も
、
他
盟
の
牧
民
と
の
相
関
案
件
で
あ
る
「
セ
レ
ー
ネ
ン
ド
ル
ジ
の

事
件
」
で
㎎
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
判
例
が
適
用
さ
れ
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
み
の
「
ツ
ェ
ベ
ク
の
事
件
」
で
「
蒙
古
例
」
と
『
廓
清
律
例
』

が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
全
く
正
反
対
の
事
実
か
ら
、
こ
こ
に
も
ろ
く
も
惚
れ
去
る
。
少
な
く
と
も
氏
の
考
え
た
よ
う
な
整
然
と
し
た
使
い

分
け
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
ソ
ノ
ム
ダ
グ
バ
氏
に
よ
る
〈
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
』
と
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
が

併
用
さ
れ
つ
つ
も
重
大
な
案
件
の
み
は
清
朝
の
法
〉
と
い
う
説
ま
で
も
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
問
の
軽
微
な
窃
盗
案
件
で
あ
る
「
ツ
ェ
ベ
ク
の
事
件
」

で
清
朝
の
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
し
い
と
は
言
い
難
い
。
軽
微
な
案
件
で
も
清
朝
の
法
が
適
用
さ
れ
得
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、

従
来
の
学
説
は
全
て
、
誤
り
で
あ
る
か
あ
る
い
は
不
正
確
で
あ
っ
た
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
本
稿
で
の
検
討
を
通
し
て
、
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
に
よ
る
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
清
潔
の
末
頃
に
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田代モンゴルのイフシ．ヤビに対する法律の適用（萩原）

は
「
蒙
古
例
」
と
『
大
風
律
例
』
と
が
既
に
導
入
さ
れ
て
い
て
刑
罰
の
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
確
実
な
効
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実
と
、

『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
判
例
が
清
末
で
も
な
お
効
力
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
イ
フ
シ
ャ

ビ
に
対
す
る
法
律
は
、
ソ
ム
ニ
ア
ル
ト
や
ハ
ム
ジ
ル
ガ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
清
朝
の
法
へ
の
推
移
が
起
こ
っ
た
け
れ
ど
も
、
完
金
に
交
代
し

き
る
ま
で
に
は
到
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
清
朝
に
よ
る
司
法
支
配
は
イ
フ
シ
ャ
ビ
に
対
し
て
も
浸
透
し
た
が
、

完
全
に
徹
底
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
清
末
で
も
な
お
民
族
自
治
の
よ
う
な
側
面
が
少
し
は
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿

の
主
要
な
結
論
で
あ
る
。

　
あ
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
法
（
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
と
・
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
葡
〉
と
清
朝
の
法
（
「
蒙
古
例
」
・
『
大
黒
律
例
臨
）
と
の
使
い
分
け
が
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
な
お
残
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
筆
者
は
現
在
の
所
、
刑
罰
の
重
い
案
件
に
は
主
と
し
て
清
朝
の
法

が
適
用
さ
れ
、
軽
微
な
案
件
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
法
と
清
朝
の
法
と
が
併
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ

は
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
判
例
の
中
に
死
刑
や
流
刑
等
の
重
い
刑
罰
を
伴
う
判
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
な
お
よ

り
詳
細
な
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
臨
か
ら
の
直
接
適
用
が
清
末
の
段
階
で
も
ま
だ
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
も
し
も
な

か
っ
た
と
す
れ
ば
い
つ
頃
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
の
問
題
は
、
な
お
未
解
決
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
今
後
の
課
題
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
前
述
の
よ
う
に
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
裁
判
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
の
法
と
清
朝
の
法
と
の
使
い

分
け
の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
次
い
で
『
オ
ラ
ー
ン
ハ
ツ
ァ
ル
ト
』
の
正
確
な
訳
註
を
出
し
て
そ
の
位
置
づ
け
や
史
料
価
値
を
明
確
化

す
る
こ
と
。
ま
た
清
中
期
以
降
の
『
ハ
ル
ハ
ジ
ロ
ム
臨
の
直
接
的
効
力
の
有
無
や
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
間
に
（
つ
ま
り
シ
ャ
ン
ゾ
ド
バ
衙
門
で
の
裁

判
に
）
「
蒙
古
例
」
と
『
大
清
律
例
』
が
浸
透
し
て
い
っ
た
時
期
を
探
る
こ
と
。
そ
の
際
、
イ
フ
シ
ャ
ビ
以
外
の
～
般
牧
民
よ
り
も
遅
い
の
か

あ
る
い
は
同
じ
な
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
イ
フ
シ
ャ
ビ
の
詳
し
い
裁
判
手
続
き
と
裁
判
機
構
の
詳
細
、
言
い
換
え
る
と
エ
ル
デ
ネ
シ
ャ
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ン
ゾ
ド
バ
衙
門
や
各
地
の
オ
ト
ク
の
ザ
イ
サ
ン
の
組
織
・
機
能
の
解
明
、

が
さ
ら
に
そ
の
先
の
課
題
と
な
ろ
う
。

主
要
参
考
文
献
　
　
和
文
中
文
一
文
文
献

岡
　
洋
樹
1
1
一
九
九
四
“
「
ホ
ヴ
ド
・
オ
オ
ル
ト
旗
の
成
立
一
二
隆
期

　
中
葉
に
お
け
る
ザ
サ
ク
旗
に
関
す
る
一
考
察
1
」
（
『
松
村
潤
先
生
古

　
希
記
念
清
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
九
五
～
～
○
八
頁
）

　
一
九
九
八
”
「
清
代
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
の
比
魚
棚
」
（
東
北
大
学
東

　
　
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
一
二
、
二
二
～
二

　
　
三
四
頁
）

　
～
九
九
九
a
”
「
清
節
モ
ン
ゴ
ル
・
ザ
サ
ク
旗
官
制
に
つ
い
て
一
外

　
　
モ
ン
ゴ
ル
・
ハ
ル
ハ
・
セ
ツ
ェ
ン
ー
ー
ハ
ン
部
中
来
旗
を
事
例
と
し
て

　
　
…
一
し
（
『
集
刊
東
洋
学
隔
八
一
、
一
～
一
八
頁
）

　
一
九
九
九
b
一
「
清
潔
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
タ
イ
ジ
と
随
丁

　
　
1
…
ハ
ル
ハ
東
路
セ
ツ
ェ
ン
ー
ー
ハ
ン
部
中
末
旗
を
事
例
と
し
て
」

　
　
（
東
北
大
学
国
際
文
化
学
会
『
国
際
文
化
研
究
』
六
、
二
九
～
四
三

　
　
頁
）

窪
田
新
一
翻
一
九
八
四
一
轟
オ
ラ
ー
ン
時
ハ
ツ
ア
ル
ト
駈
に
み
る
1
8
・

　
1
9
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
の
裁
判
制
度
」
（
隅
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
隔
八
、

　
～
八
三
～
一
九
二
頁
）

滋
賀
秀
三
闘
一
九
八
四
一
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
撫
創
文
社
、
四
百
一

　
頁

島
田
正
郎
二
一
九
八
○
一
『
清
末
に
お
け
る
近
代
的
法
典
の
編
纂
I
l
東

　
洋
法
史
論
集
第
三
…
一
』
一
文
社
、
四
百
十
三
頁

次
い
で
中
小
活
仏
の
シ
ャ
ビ
に
対
す
る
裁
判
の
実
証
研
究
な
ど
な
ど

　
一
九
八
一
“
魍
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
法
系
の
研
究
1
一
東
洋
法
史
論
集
第

　
　
四
1
』
創
文
社
、
五
百
八
買

　
一
九
八
二
　
騨
清
朝
蒙
古
例
の
研
究
…
一
L
東
洋
法
史
論
集
第
五
－
』

　
　
創
文
社
、
九
百
三
十
八
頁

　
一
九
八
六
一
『
明
末
手
初
モ
ン
ゴ
ル
法
の
研
究
一
1
東
洋
法
史
論
集
第

　
　
六
…
…
撫
創
出
社
、
七
百
四
十
八
頁

　
～
九
九
二
n
咽
清
朝
蒙
古
例
の
実
効
性
の
研
究
一
東
洋
法
史
論
集
第

　
　
七
一
』
創
文
社
、
三
百
八
十
八
頁

　
一
九
九
五
”
『
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
法
系
通
史
』
創
文
社
、
百
八
十
二
頁

多
事
才
旦
（
編
）
國
～
九
八
七
”
『
欽
定
理
藩
部
則
例
』
中
国
蔵
学
出
版

　
社
、
三
鉄
計
十
八
冊
、
影
印
版

田
山
　
茂
1
1
一
九
六
七
“
『
蒙
古
法
典
の
研
究
舳
日
本
学
術
振
興
会
、
三

　
百
頁

中
手
立
夫
1
1
～
九
九
二
一
「
モ
ン
ゴ
ル
碕
究
　
世
界
に
窓
」
（
『
朝
日
新

　
聞
臨
一
九
九
二
年
一
一
月
～
二
日
付
夕
刊
）

尼
田
拉
図
・
金
峰
（
校
注
）
同
～
九
八
九
　
『
理
藩
院
則
例
（
上
・
下
）
』

　
（
蒙
文
活
字
組
版
）
内
蒙
古
文
化
出
版
社
、
上
下
計
九
百
二
頁

萩
原
　
守
1
1
一
九
八
八
　
「
清
代
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
刑
事
的
裁
判
の
事

　
例
…
一
清
朝
野
古
例
、
実
効
性
の
証
明
を
申
心
に
し
て
一
」
（
『
史
学

　
雑
誌
』
九
七
1
＝
一
、
一
～
三
八
頁
）

　
一
九
九
〇
　
コ
八
世
紀
ハ
ル
ハ
・
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
法
律
の
推

　
　
移
」
（
呪
東
洋
史
研
究
魅
四
九
－
三
、
＝
四
～
＝
二
八
頁
）
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～
九
九
三
　
「
清
朝
の
蒙
古
例
1
『
蒙
古
律
例
』
『
理
藩
院
則
例
』
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Die　ersten　Versuche，　clie　Armenf［irsorge　auf　kommunaler　Ebene　zu　regeln，　waren

somit　nicht　sehr　erfolgreich．　Kirchliche　tmd　Kommunale　Armenf［irsorge　wirkten

also　als　parallele　Einr　ichtungen．

　　Das　tinderte　sich　mit　Erscheinen　des　Humanisrnus　als　neue　aufirltirerische　ldee．

Auch　reichere　Btirger　der　Stadt　waren　nun　eher　geneigt，　durch　Spenden，　die

血anzie且e　Not　der　E謡chtungen　der　Arme血sorge　wenigstens　te丑weise　zu

m丑dem．

　　Das　alles　bedeutet　ebenso，　das　die　Stadtobrigkeit　auch　in　Zeiten　von

Nahrungskrisen　oder　Krisen，　die　durch　die　vemiehrte　Zuwandemng　in　die　Stadte

entstanden　waren，　recht　wenig　auf　diesem　Gebiet　untergenomen　hat．

　　Erst　im　19．　Jahrhundert　gab　es　Bemifhungen，　Probleme　iir｝　Armenwesen　durch

gemeindliche　Eimrichtungen　wirkungsvoller　in　den　Griff　zu　bekornmen．　Die

eigentlich　wirksamen　Organisationen　wurden　erst　durch　das　Elend　Zuge

europaischen　lndustrialisierung　geschaffen．

The　Application　of　Law　to　the　yeke　sVabi　i’n　Mongolia　under　the　Oing

Dynasty’s　Rule　：　Serfs　of　the　Great　Living　Budcha　and　Criminal　Cases

by

HAGIHARA　Mamoru

　　Apart　from　the　nobihty　and　the　slaves，　the　Outer　Mongolian　nomads　under　the

Qing　dy血asty’s清朝rule　were　c豆ass薗ed　ilto　the　following　three　groups　of　social

standing：　namely，　sumun－u　arad，　who　were　the　free　subjects　of　the　Qing

emperor，　qamiily－a，　who　were　private　serfs　of　the　MongoHan　nobmaty，　and　s“abi，

who　were　serfs　of　living　Bud（thas　of　Tibetan　Buddhism．　Although　the　outline　of

the　judicial　rule　conceming　sumun－u　arad　and　qaop”i17－a　has　been　made　clear，　the

problem　of　what　law　was　applied　to　criminal　cases　involving　yelee　s”abi，　who　were

serfs　pec面ar　to　the　great　living　Buddha　in　the　city　of　yelee履勿一θ庫倫has　not

been　clarified　at　ali，　because　they　were　controHed　under　a　special　adrninistrative

organization．　So　far，　we　have　three　different　theories．　As　a　result　of　identifying

the　laws　applied　to　three　criminal　cases　of　yelee　s“abi　i　the　late　Qing　dynasty，　this

paper　will　show　that　in　addition　to　the　original　Mongolian　law　qalq－a　iirum，　Menggu

li蒙古例and、Dαqing　ldili大嘘律例of　the　Qing　govemment　had　begun　to　be　in

effect　by　the　end　of　the　dynasty．　Also，　made　clear　is　the　continued　use　of　ula7an

（647）



qac“artu，　collections　of　judicial　precedents　of　qalq－a　IVir・um，　as　case　iaw　undi　the　end

of　Qing　dynasty．
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